
『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

︱
︱
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
を
中
心
と
し
て
︱
︱

宮

本

紗

代

は
じ
め
に

筆
者
は
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
に
登
場
す
る
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真

人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
の
呼
称
の
違
い
に
注
目
し
︑
超
自
然
現
象(

)

の
観
点
か
ら
も
︑
そ
れ

1

ぞ
れ
の
呼
称
は
同
一
視
で
き
な
い
と
考
察
し
て
き
た
︒

こ
こ
で
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神

仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
く
︒

ま
ず
︑
漢
代
ま
で
の
書
物(

)

の
中
の
﹁
神
仙
﹂
は
︑
主
に
具
体
的
な
個
人
を
指
さ

2

な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
﹁
神
仙
﹂
は
﹁
神
人
﹂
と
﹁
仙
人
﹂

と
を
包
括
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒

｢
神
人
﹂
は
︑
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
に
比
べ
て
見
た
目
が
人
間
離
れ
し

た
異
形
で
あ
る
者
も
多
い
︒
加
え
て
︑
﹁
神
人
﹂
は
出
身
地
が
明
記
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
が
な
っ
た
例
が
見
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
︒

｢
真
人
﹂
に
つ
い
て
は
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
た
者
が
﹁
真
人
﹂
と
呼
称
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
︑
人
に
も
な
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
﹁
真
人
﹂
は
形
が

無
い
場
合
が
あ
り
︑
精
神
が
安
定
し
て
い
て
夢
を
見
な
い
こ
と
︑
鬼
神
を
使
役
す

る
こ
と
が
あ
り
︑
同
じ
く
も
と
人
だ
っ
た
者
に
も
な
れ
る
﹁
仙
人
﹂
に
比
べ
る
と

簡
単
に
な
れ
る
存
在
に
は
見
え
な
か
っ
た
︒

｢
仙
人
﹂
は
︑
出
身
地
が
明
記
さ
れ
︑
蘇
生
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
お
り
︑

も
と
人
だ
っ
た
者
に
も
な
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
〝
謫
仙
人
〟
や
〝
斥
仙
〟

の
よ
う
に
︑
罪
を
得
て
仙
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
人
間
界
に
や
っ
て
き
た
か
の
よ
う

な
印
象
を
世
間
の
人
が
﹁
仙
人
﹂
に
対
し
て
も
つ
こ
と
が
あ
っ
た
︒

な
お
︑
出
身
地
を
明
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
第
三
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
対

象
者
を
人
間
社
会
に
あ
る
そ
の
土
地
の
出
身
だ
と
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
り
︑
も

と
も
と
は
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
推
測
す
る
︒

姚
聖
良
氏
は
︑

而
対
于
那
些
完
全
出
自
于
民
間
伝
説
的
仙
人
︑
﹃
列
仙
伝
﹄
同
様
也
是
按
照

﹃
史
記
﹄
列
伝
之
体
例
︑
将
他
們
的
身
世
︑
来
歴
一
一
予
以
具
体
落
実
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
﹃
列
仙
伝
﹄
︑
﹃
神
仙
伝
﹄
有
意
採
取
厳
謹
的
史
伝
体

例
︑
開
篇
介
紹
伝
主
生
平
︑
且
言
之
鑿
鑿
︑
其
目
的
就
是
要
在
伝
記
開
頭
便

給
読
者
〝
神
仙
実
有
〟
的
真
実
印
象
︒

と
︑
﹃
列
仙
伝
﹄
で
は
民
間
人
に
対
し
て
も
﹃
史
記
﹄
列
伝
の
よ
う
に
出
自
を
記

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
﹃
列
仙
伝
﹄
や
﹃
神
仙
伝
﹄
は
史
伝
の
構
成
に
基
づ

い
て
伝
主
の
生
涯
を
記
す
こ
と
で
︑
読
者
に
神
仙
が
実
在
し
た
と
い
う
印
象
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る(

)

︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
出
自
を
記
す
こ
と
は

3

そ
の
者
の
実
在
を
示
す
方
策
で
あ
る
と
み
て
良
い
︒

次
に
︑
六
朝
時
代
の
書
物(

)

の
中
の
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像

4

に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
く
︒

｢
神
仙
﹂
は
︑
六
朝
時
代
の
書
物
に
お
い
て
も
︑
漢
代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
く
︑

主
に
具
体
的
な
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
出
身
地
が
明

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
四
七

851



記
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
﹁
神
仙
﹂
は
﹁
神
人
﹂
と
﹁
仙
人
﹂
と
を
包

括
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒

｢
神
人
﹂
は
︑
漢
代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
く
︑
主
に
出
身
地
の
記
述
は
無
く
︑

も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
が
な
れ
そ
う
に
な
い
存
在
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
自
主
的
に

一
般
人
を
助
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

｢
真
人
﹂
は
︑
漢
代
ま
で
の
書
と
同
じ
く
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
た
者
が
﹁
真

人
﹂
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
人
に
も
な
れ
る
存
在
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑

同
じ
く
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
に
も
な
れ
る
﹁
仙
人
﹂
と
は
異
な
り
︑
﹁
真
人
﹂

が
一
般
人
に
従
う
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
真
人
﹂
は

﹁
仙
人
﹂
に
比
べ
て
地
位
が
高
く
︑
簡
単
に
な
れ
そ
う
な
存
在
で
は
な
い
︒

｢
仙
人
﹂
は
︑
漢
代
ま
で
の
書
と
同
じ
く
︑
出
身
地
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
︑
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
に
も
な
れ
る
存
在
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
〝
斥

仙
〟
の
よ
う
に
︑
罪
を
得
て
仙
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
人
間
界
に
や
っ
て
き
た
か
の

よ
う
な
印
象
を
﹁
仙
人
﹂
に
対
し
て
世
間
の
人
が
持
つ
こ
と
が
あ
り
︑
仙
界
の
よ

う
な
異
世
界
が
存
在
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
追
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
︑
さ
ら
に
上
の
地
位
の
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
仙

界
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
︑
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
で
は
見
ら
れ
な
い

特
徴
だ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
﹁
仙
人
﹂
は
他
の
呼
称
に
比
べ
て
地
位
が
低

い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
か
ら
見
て
い
く
﹃
太
平
広
記
﹄
は
︑
北
宋
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
類
書
で
あ

る
︒
本
論
で
は
︑
﹃
太
平
広
記
﹄
に
引
用
さ
れ
て
い
る
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の

う
ち
︑
筆
者
が
未
見
で
あ
っ
た
﹃
洞
仙
伝
﹄
︑
﹃
西
京
雑
記
﹄
︑
﹃
漢
武
内
伝
﹄
︑

漢
・
郭
憲
﹃
漢
武
洞
冥
記
﹄
︑
劉
宋
・
劉
義
慶
﹃
幽
明
録
﹄
︑
劉
宋
・
沈
遠
﹃
南
越

志
﹄
︑
劉
宋
・
劉
敬
叔
﹃
異
苑
﹄
︑
南
斉
・
王
琰
﹃
冥
祥
記
﹄
︑
南
斉
・
劉
澄
之

﹃
鄱
陽
記
﹄
︑
梁
・
蕭
綺
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄
︑
梁
・
程
慧
﹃
高
僧
伝
﹄
の
中
の

﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像
が
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
六
朝

時
代
ま
で
の
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像
と
差
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
考
察
す
る
︒

な
お
︑
﹃
太
平
広
記
﹄
の
底
本
に
は
︑
明
・
談
愷
が
刊
刻
し
た
﹃
太
平
広
記
﹄

を
底
本
と
し
て
い
る
張
国
風
﹃
太
平
広
記
会
校
﹄
︵
北
京
燕
山
出
版
社
︑
二
〇
一
一

年
︶
を
用
い
た
︒

第
一
節

神
仙

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
は
︑
主
に
特
定

の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
﹃
太
平
広
記
﹄
の
中
の
六

朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
そ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒

特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
﹁
神
仙
﹂
が
登
場
し
て
い
た
の
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
︒
﹃
漢
武
内
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
﹁
漢
武
帝
﹂
の
﹁
好

神
仙
之
道
︒
︵
神
仙
の
道
を
好
む
︒
︶
﹂
﹁
以
求
神
仙
之
応
︒
︵
以
て
神
仙
の
応
を
求

む
︒
︶
﹂
﹁
乃
信
天
下
有
神
仙
之
事
︒
︵
乃
ち
天
下
神
仙
の
事
有
る
を
信
ず
︒
︶
﹂(

)︒
梁
・
蕭

5

綺
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄(

)

を
引
用
し
て
い
る
女
仙
一
﹁
玄
天
二
女
﹂
の
﹁
王
好
神
仙

6

之
術
︒
︵
王
神
仙
の
術
を
好
む
︒
︶
﹂(

)︒
こ
こ
で
は
︑
燕
の
昭
王
が
﹁
神
仙
﹂
の
術
を

7

好
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
﹃
西
京
雑
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
夢
一
﹁
司
馬
相

如
﹂
の
﹁
言
神
仙
之
事
︒
︵
神
仙
の
事
を
言
う
︒
︶
﹂(

)︒
ま
た
︑
南
斉
・
王
琰
﹃
冥
祥

8

記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
報
応
十
三
崇
経
像
﹁
葛
済
之
﹂
に
は
︑
﹁
葛
済
之
︑
句
容

人
︑
稚
川
之
後
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
済
之
世
事
神
仙
︒
︵
葛
済
之
︑
句
容
の
人
︑

稚
川
の
後
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
済
之
世
々
神
仙
を
事
と
す
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒
﹁
葛

済
之
︑
句
容
人
︑
稚
川
之
後
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
葛
済
之
は
﹃
神
仙
伝
﹄
や
﹃
抱

朴
子
﹄
を
著
し
た
東
晋
・
葛
洪
の
子
孫
で
あ
る
︒

次
に
︑
﹁
神
仙
﹂
が
﹁
神
人
﹂
を
包
括
す
る
呼
称
と
し
て
登
場
し
て
い
る
例
を

見
て
い
き
た
い
︒
﹃
洞
仙
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
十
三
﹁
張
巨
君
﹂
で
は
︑
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張
巨
君
者
︑
不
知
何
許
人
也
︒
時
有
許
季
山
︑
得
病
不
愈
︑
清
斎
祭
泰
山
請

命
︑
昼
夜
祈
訴
︒
忽
有
神
人
来
問
曰
︑
汝
是
何
人
︒
何
事
苦
告
幽
冥
︒
天
使

我
来
問
汝
︒
可
以
実
対
︒
季
山
曰
︑
僕
是
東
南
平
輿
許
季
山
︒
抱
病
三
年
︑

不
知
罪
之
所
在
︑
故
到
霊
山
︑
請
決
死
生
︒
神
人
曰
︑
我
是
仙
神
張
巨
君
︒

吾
有
易
道
︑
可
以
知
汝
禍
祟
所
従
︒
季
山
因
再
拝
請
曰
︑
幸
神
仙
迂
降
︒
願

垂
告
示
︒
巨
君
為
筮
卦
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
巨
君
曰
︑
汝
是
無
状
之
人
︒

病
安
得
愈
︒
季
山
曰
︑
愿
為
発
之
︒
巨
君
曰
︑
汝
曽
将
客
行
︑
為
父
報
讐
︒

於
道
殺
客
︑
納
空
井
中
︑
大
石
蓋
其
上
︒
此
人
訴
天
府
︑
以
此
病
謫
汝
者
︒

季
山
曰
︑
実
有
此
罪
︒
巨
君
曰
︑
何
爾
耶
︒
季
山
曰
︑
父
昔
為
人
所
摶
︒
恥

蒙
此
以
終
身
︒
時
与
客
報
之
未
能
︑
客
欲
告
怨
主
︒
所
以
害
之
︒
巨
君
曰
︑

冥
理
難
欺
︑
汝
自
勤
修
︒
吾
還
山
請
命
︒
季
山
漸
愈
︒
巨
君
伝
季
山
筮
︑
季

山
遂
善
於
易
占
︒
但
不
知
求
巨
君
度
世
之
方
︑
惜
哉
︒

張
巨
君
は
︑
何
許
の
人
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
時
に
許
季
山
有
り
︑

病
を
得
て
愈
え
ず
︑
清
斎
し
泰
山
を
祭
り
命
を
請
い
︑
昼
夜
祈
訴
す
︒
忽

ち
神
人
有
り
来
た
り
問
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
汝
是
れ
何
人
ぞ
︒
何
事
か
苦
し

み
幽
冥
に
告
げ
ん
や
︒
天
我
を
し
て
来
り
汝
に
問
わ
し
む
︒
実
を
以
て
対

う
べ
し
﹂
と
︒
季
山
曰
わ
く
︑
﹁
僕
是
れ
東
南
平
輿
の
許
季
山
な
り
︒
病

を
抱
う
る
こ
と
三
年
︑
罪
の
所
在
を
知
ら
ず
︑
故
に
霊
山
に
到
り
︑
請
う

死
生
を
決
め
ん
﹂
と
︒
神
人
曰
わ
く
︑
﹁
我
是
れ
仙
神
の
張
巨
君
な
り
︒

吾
易
道
有
り
︑
以
て
汝
の
禍
祟
の
従
う
所
を
知
る
べ
し
﹂
と
︒
季
山
因
り

て
再
拝
し
て
請
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
幸
い
に
神
仙
迂
降
す
︒
願
わ
く
は
告
示

を
垂
れ
ん
﹂
と
︒
巨
君
筮
卦
を
為
す
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
巨
君
曰
わ

く
︑
﹁
汝
是
れ
無
状
の
人
な
り
︒
病

安
す
な
わ

ち
愈
ゆ
を
得
﹂
と
︒
季
山
曰
わ

く
︑
﹁
愿
み
て
為
に
之
れ
を
発あ

ば

か
ん
﹂
と
︒
巨
君
曰
わ
く
︑
﹁
汝
曽
て
客
を

将
と
も
な

っ
て
行
き
︑
父
の
為
に
報
讐
す
︒
道
に
お
い
て
客
を
殺
し
︑
空
の
井

中
に
納
め
︑
大
石
其
の
上
に
蓋
う
︒
此
の
人
天
府
に
訴
え
︑
此
れ
を
以
て

病
汝
を
謫せ

む
﹂
と
︒
季
山
曰
わ
く
︑
﹁
実
に
此
の
罪
有
り
﹂
と
︒
巨
君
曰

わ
く
︑
﹁
何
ぞ
や
﹂
と
︒
季
山
曰
わ
く
︑
﹁
父
昔
人
の
に
摶
す
所
と
為
る
︒

此
れ
を

蒙
こ
う
む

る
を
恥
じ
る
に
身
終
を
以
て
す
︒
時
に
客
と
之
れ
に
報
い
る

に
未
だ
能
く
せ
ず
︑
客
怨
主
に
告
げ
ん
と
欲
す
︒
之
れ
を
害
す
る
所
以
な

り
﹂
と
︒
巨
君
曰
わ
く
︑
﹁
冥
理
欺
き
難
く
︑
汝
自
ら
勤
修
す
︒
吾
れ
山

に
還
り
命
を
請
う
﹂
と
︒
季
山
漸
く
愈
ゆ
︒
巨
君
季
山
に
筮
を
伝
え
︑
季

山
遂
に
易
占
を
善
く
す
︒
但
だ
巨
君
に
度
世
の
方
を
求
む
る
を
知
ら
ざ
る

は
︑
惜
し
い
か
な
︒

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
﹁
神
人
曰
︑
我
是
仙
神
張
巨
君
︒
吾
有
易
道
︑
可
以
知
汝

禍
祟
所
従
︒
季
山
因
再
拝
請
曰
︑
幸
神
仙
迂
降
﹂
の
よ
う
に
︑
﹁
神
人
﹂
と
さ
れ

る
張
巨
君
は
︑
許
季
山
に
﹁
神
仙
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
後
の
文
で
も

張
巨
君
は
そ
の
こ
と
を
否
定
し
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
神
仙
﹂
は
︑
﹁
神
人
﹂

を
包
括
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
他

の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
同
じ
で
あ
っ
た(

)

︒

9

｢
神
人
﹂
と
さ
れ
る
張
巨
君
は
︑
﹁
張
巨
君
者
︑
不
知
何
許
人
也
﹂
と
さ
れ
る
よ

う
に
︑
出
身
地
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
も
と
も
と
人
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒
﹁
時

有
許
季
山
︑
得
病
不
愈
︑
清
斎
祭
泰
山
請
命
︑
昼
夜
祈
訴
﹂
﹁
天
使
我
来
問
汝
﹂

の
よ
う
に
︑
病
に
か
か
っ
た
許
季
山
が
泰
山
を
祭
っ
た
こ
と
で
︑
許
季
山
の
も
と

へ
天
が
張
巨
君
を
派
遣
し
た
︒
﹁
吾
還
山
請
命
︒
季
山
漸
愈
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
︑
張
巨
君
が
泰
山
か
ら
来
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
神
人
﹂

と
さ
れ
る
張
巨
君
は
︑
自
分
の
意
思
で
一
般
人
の
許
季
山
を
助
け
に
来
た
わ
け
で

は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
神
人
﹂
が
一
般
人
を
積
極
的
に
助
け
よ
う
と
し
な
い
こ

と
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
﹁
巨
君
伝
季
山
筮
︑
季
山
遂
善
於
易
占
︒
但
不
知
求
巨
君
度
世
之
方
︑

惜
哉
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
神
人
﹂
の
張
巨
君
は
︑
許
季
山
に
易
占
い
の
方
法
は

伝
え
た
が
︑
﹁
神
仙
﹂
な
ど
に
な
っ
て
世
を
度
る
ほ
ど
長
寿
に
な
る
方
法
の
記
さ

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
四
九
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れ
た
書
物
は
伝
え
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
﹁
神
仙
﹂
な
ど
に
な
る
方
法
を
一

般
人
に
対
し
て
気
軽
に
教
え
な
い
こ
と
も
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
と

同
じ
で
あ
る
︒

次
に
︑
﹁
神
仙
﹂
と
﹁
真
人
﹂
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
例
を
見
て
い
く
︒
こ

の
特
徴
も
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
で
あ
る
︒

『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
幻
術
一
﹁
天
毒
国
道
人
﹂
に
は
︑

燕
昭
王
七
年
︑
沐
骨
之
国
来
朝
︑
則
申
毒
国
之
一
名
也
︒
有
道
術
人
名
尸

羅
︒
問
其
年
︑
云
︑
百
四
十
歳
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
善
衒
惑
之
術
︒
於
其

指
端
出
浮
図
十
層
︑
高
三
尺
︑
乃
諸
天
神
仙
︑
巧
麗
特
絶
︒
列
幢
蓋
鼓
舞
︑

繞
塔
而
行
︒
人
皆
長
五
六
分
︑
歌
唱
之
音
如
真
人
矣
︒

燕
の
昭
王
七
年
︑
沐
骨
の
国
来
朝
し
︑
則
ち
申
毒
国
の
一
名
な
り
︒
道
術

有
る
人
名
は
尸
羅
︒
其
の
年
を
問
え
ば
︑
云
う
︑
﹁
百
四
十
歳
﹂
と
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
衒
惑
の
術
を
善
く
す
︒
其
の
指
端
に
お
い
て
浮
図
十

層
︑
高
さ
三
尺
を
出
し
︑
乃
ち
諸
れ
天
の
神
仙
︑
巧
麗
特
絶
︒
幢
蓋
を
列

ね
鼓
舞
し
︑
塔
を
繞
り
て
行
く
︒
人
皆
長
五
六
分
︑
歌
唱
の
音
真
人
の
如

し
︒

と
あ
る(

)

︒

10

こ
こ
で
は
︑
燕
の
昭
王
七
︵
紀
元
前
三
〇
六
︶
年
に
申
毒
国
に
あ
る
沐
骨
国
の

人
が
来
朝
し
︑
そ
の
中
に
道
術
の
使
え
る
尸
羅
と
い
う
人
が
い
た
と
さ
れ
る
︒
尸

羅
は
自
身
を
一
四
〇
歳
だ
と
言
う
が
︑
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂

と
は
呼
称
さ
れ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
尸
羅
は
道
術
が
使
え
る
一
般
人
で
あ
る
︒

尸
羅
は
指
の
端
か
ら
高
さ
三
尺
の
塔
を
出
し
た
︒
そ
こ
で
美
し
い
﹁
神
仙
﹂
が

旗
を
持
ち
鼓
を
打
っ
て
舞
い
︑
塔
の
周
囲
を
回
る
︒
そ
の
﹁
神
仙
﹂
た
ち
の
歌
声

は
﹁
真
人
﹂
の
よ
う
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
神
仙
﹂
は
﹁
乃
諸
天
神

仙
︑
巧
麗
特
絶
︒
列
幢
蓋
鼓
舞
︑
繞
塔
而
行
︒
人
皆
長
五
六
分
︑
歌
唱
之
音
如
真

人
矣
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
真
人
﹂
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
神

仙
﹂
は
﹁
真
人
﹂
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
二
節

神
人

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神
人
﹂
は
︑
﹁
神
仙
﹂

と
違
っ
て
特
定
の
個
人
を
指
す
場
合
が
多
い
呼
称
で
あ
っ
た
︒
﹁
神
人
﹂
は
︑
見

た
目
が
異
形
な
者
が
お
り
︑
主
に
出
身
地
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
も
と
も
と
人

だ
っ
た
者
が
な
れ
る
呼
称
で
は
な
い
と
考
え
て
き
た
︒
し
か
し
︑
﹃
太
平
広
記
﹄

の
中
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
︑
出
身
地
が
明
記
さ
れ
︑
死
ぬ
﹁
神
人
﹂
が

登
場
し
て
い
た
︒

ま
ず
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
﹁
神
人
﹂
か
ら
見
て
い
き
た
い
︒
南

斉
・
劉
澄
之
﹃
鄱
陽
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
畜
獣
十
﹁
李
嬰
﹂
で
は
︑

有
李
嬰
者
︒
与
弟
稲
︑
皆
善
用
弩
︒
曽
射
得
一
麈
︑
解
其
四
脚
︑
懸
置
樹

間
︑
剖
以
為
炙
︑
列
于
火
上
︑
方
欲
共
食
︒
忽
見
山
下
有
一
神
人
︑
長
三
丈

許
︑
鼓
歩
而
来
︑
手
持
大
囊
︒
既
至
︑
悉
歛
肉
及
皮
骨
︑
幷
列
火
上
者
于
囊

中
︒
径
還
山
去
︒
嬰
与
弟
稲
驚
駭
︒
莫
知
所
措
︑
亦
竟
無
他
焉
︒

李
嬰
な
る
者
有
り
︒
弟
稲
と
︑
皆
善
く
弩
を
用
う
︒
曽
て
射
て
一
麈
を

得
︑
其
の
四
脚
を
解
き
︑
懸
け
て
樹
間
に
置
き
︑
剖
き
以
て
炙
を
為
り
︑

火
上
に
列
ね
︑
方
に
共
に
食
わ
ん
と
欲
す
︒
忽
ち
山
下
一
神
人
有
り
︑
長

三
丈
許
︑
鼓
歩
し
て
来
た
り
︑
手
大
囊
を
持
つ
を
見
る
︒
既
に
至
り
︑
悉

く
肉
及
び
皮
骨
︑
幷
び
に
火
上
の
者
を
囊
中
に
列
ぶ
を
歛の

ぞ

む
︒
径た

だ

ち
に
山

に
還
り
去
る
︒
嬰
と
弟
稲
驚
駭
す
︒
措
く
所
知
る
莫
く
︑
亦
た
竟
に
他
無

し
︒

と
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
李
嬰
と
弟
の
李
稲
が
狩
を
し
て
獲
っ
た
麈
の
肉
や
皮
全
て
を
︑
身

長
が
三
丈
も
あ
る
﹁
神
人
﹂
に
持
っ
て
行
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
神
人
﹂
は

一
五
〇
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見
た
目
が
高
身
長
の
異
形
で
あ
り
︑
出
身
地
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
見
た
目
が

異
形
と
い
う
﹁
神
人
﹂
の
特
徴
は
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物

で
も
見
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
神
人
﹂
の
特
徴
は
︑
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
が

な
れ
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

『
冥
祥
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
再
生
三
﹁
趙
泰
﹂
で
は
︑
﹁
晋
趙
泰
字
文
和
︑
清

河
貝
丘
人
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
前
有
大
殿
︑
珍
宝
周
飾
︑
精
光
耀
目
︒
金
玉

為
牀
︒
見
一
神
人
︑
姿
容
偉
異
︑
殊
好
非
常
︑
坐
此
座
上
︒
辺
有
沙
門
︒
立
倚
甚

衆
︒
見
府
君
来
︑
恭
敬
作
礼
︒
泰
問
此
是
何
人
︑
府
君
致
敬
︒
吏
曰
︑
号
名
世

尊
︑
度
人
之
師
︒
︵
晋
の
趙
泰
字
は
文
和
︑
清
河
貝
丘
の
人
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝

前
に
大
殿
有
り
︑
珍
宝
周
飾
︑
精
光
耀
目
︒
金
玉

牀
を
為
る
︒
一
神
人
︑
姿
容
偉
異
︑

殊
好
非
常
︑
此
の
座
上
に
坐
す
を
見
る
︒
辺
り
に
沙
門
有
り
︒
立
倚
甚
だ
衆
き
な
り
︒
府

君
来
た
り
︑
恭
敬
に
し
て
礼
を
作
す
を
見
る
︒
泰
問
う
﹁
此
れ
是
れ
何
人
な
る
か
︑
府
君

敬
を
致
す
﹂
と
︒
吏
曰
わ
く
︑
﹁
号
名
世
尊
︑
人
を
度
す
の
師
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
神
人
﹂
は
︑
趙
泰
が
冥
土
巡
り
を
し
て
い
る
際
に
見
か
け
た
人
物

で
︑
出
身
地
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
﹁
神
人
﹂
は
︑
煌
び
や
か
な
大
殿
の
中
の

上
座
に
い
て
︑
容
姿
は
普
通
の
人
の
よ
う
に
見
え
な
い
︒
そ
の
﹁
神
人
﹂
の
周
囲

に
は
大
勢
の
僧
侶
が
侍
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
泰
山
府
君
が
や
っ
て
き
て
︑
﹁
神
人
﹂

に
対
し
て
恭
し
く
拝
礼
す
る
︒
泰
山
府
君
の
敬
う
﹁
神
人
﹂
が
何
者
な
の
か
趙
泰

が
官
吏
に
聞
く
と
︑
官
吏
は
釈
迦
だ
と
答
え
る
︒

こ
こ
で
は
︑
仏
教
の
開
祖
の
釈
迦
が
泰
山
府
君
よ
り
地
位
が
高
く
見
え
る
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
神
人
﹂
に
は
地
位
が
高
い
印
象
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
と
似
た
話
が
﹃
太
平
広
記
﹄
報
応
八
法
華
経
﹁
趙
泰
﹂
に

も
記
さ
れ
て
い
る
︒
劉
宋
・
劉
義
慶
﹃
幽
明
録
﹄
を
引
用
し
て
い
る
報
応
八
法
華

経
﹁
趙
泰
﹂
で
は
︑
﹁
趙
泰
字
文
和
︑
清
河
貝
丘
人
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
見
大

殿
︑
珍
宝
耀
日
︑
堂
前
有
二
獅
子
併
伏
︑
負
一
金
玉
牀
︒
云
名
獅
子
之
座
︒
見
一

大
人
︑
身
可
長
丈
余
︑
姿
顔
金
色
︑
項
有
日
光
︑
坐
此
牀
上
︒
沙
門
立
侍
甚
衆
︑

四
坐
名
真
人
菩
薩
︒
見
泰
山
府
君
来
作
礼
︒
泰
問
吏
︑
何
人
︒
吏
曰
︑
此
名
仏
︑

天
上
天
下
度
人
之
師
︒
︵
趙
泰
字
は
文
和
︑
清
河
貝
丘
の
人
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
大
殿
︑
珍
宝
日
に
耀
く
を
見
︑
堂
前
二
獅
子
併
び
に
伏
し
︑
一
金
玉
牀
を
負
う
有

り
︒
云
う
名
は
獅
子
の
座
︒
一
大
人
︑
身
は
長
丈
余
可
り
︑
姿
顔
金
色
︑
項
日
光
有
り
︑

此
の
牀
上
に
坐
す
を
見
る
︒
沙
門
立
ち
侍
る
こ
と
甚
だ
衆
く
︑
四
坐
名
真
人
菩
薩
︒
泰
山

府
君
来
た
り
礼
を
作
す
を
見
る
︒
泰
吏
に
問
う
︑
﹁
何
人
か
﹂
と
︒
吏
曰
わ
く
︑
﹁
此
れ
名

は
仏
︑
天
上
天
下
の
人
を
度
す
の
師
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒

11

こ
こ
で
は
︑
釈
迦
を
仏
と
記
し
て
い
る
が
︑
泰
山
府
君
よ
り
地
位
が
高
く
見
え

る
の
は
同
じ
で
あ
る
︒
仏
は
﹁
真
人
﹂
菩
薩
を
従
え
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
神

人
﹂
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

以
下
の
﹃
南
越
志
﹄
と
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄
で
は
︑
﹁
神
人
﹂
が
﹁
神
仙
﹂
・

﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
な
い
一
般
人
を
手
助
け
し
て
い
る(

)

︒

12

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神
人
﹂
は
︑
﹁
真
人
﹂
や

﹁
仙
人
﹂
と
は
違
い
自
主
的
に
一
般
人
を
助
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

劉
宋
・
沈
遠
﹃
南
越
志
﹄
を
引
用
し
て
い
る
蛮
夷
三
﹁
南
越
﹂
に
は
︑
﹁
南
越

民
不
恥
寇
盗
︑
其
時
尉
陀
治
番
禺
︑
乃
興
兵
攻
之
︒
有
神
人
適
下
︑
輔
佐
之
︒
家

為
造
弩
一
張
︑
一
放
︑
殺
越
軍
万
人
︑
三
放
︑
三
万
人
︒
︵
南
越
民
寇
盗
を
恥
じ

ず
︑
其
の
時
尉
陀
番
禺
を
治
め
︑
乃
ち
兵
を
興
こ
し
之
れ
を
攻
む
︒
神
人
有
り
下
に
適

き
︑
之
れ
を
輔
佐
す
︒
家
為
に
弩
一
張
を
造
り
︑
一
放
し
︑
越
軍
万
人
︑
三
放
し
︑
三
万

人
を
殺
す
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
南
越
の
民
が
集
団
で
物
を
奪
い
取
っ
て
お

り
︑
そ
の
時
番
禺
を
治
め
て
い
た
趙
佗
︵
尉
佗
は
趙
佗
の
別
称
︶
は
軍
で
南
越
を

攻
め
た
︒
そ
の
際
︑
﹁
神
人
﹂
が
降
り
て
き
て
趙
佗
に
加
勢
し
︑
﹁
神
人
﹂
が
弩
を

一
度
放
つ
と
越
軍
は
一
万
人
が
死
に
︑
三
度
放
つ
と
三
万
人
が
死
ん
だ
︒
﹁
有
神

人
適
下
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
神
人
﹂
は
天
か
ら
降
り
て
き
て
趙
佗
の
軍
を
助

け
た
よ
う
だ
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
神
人
﹂
は
浮
遊
で
き
る
と
わ
か
る
︒
こ
こ
で

は
︑
﹁
神
人
﹂
が
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
な
い
一

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
五
一
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般
人
の
趙
佗
を
助
け
て
い
る
︒

『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
徴
応
一
帝
王
休
徴
﹁
周
武
王
﹂
に
は
︑

紂
之
昏
乱
︑
欲
殺
諸
侯
︑
使
飛
廉
・
悪
来
誅
戮
賢
良
︑
取
其
宝
器
︑
埋
于
瓊

台
之
下
︒
使
飛
廉
等
於
所
近
之
国
︑
侯
服
之
内
︑
使
烽
燧
相
続
︒
紂
登
台
以

望
火
之
所
在
︒
乃
興
師
往
伐
其
国
︒
殺
其
君
︑
囚
其
民
︑
収
其
女
楽
︑
肆
其

淫
虐
︒
神
人
憤
怨
︑
時
有
朱
鳥
銜
火
︑
如
星
之
照
耀
︑
以
乱
烽
燧
之
光
︒
紂

乃
回
惑
︒
使
諸
国
滅
其
烽
燧
︒
及
武
王
伐
紂
︒

紂
の
昏
乱
︑
諸
侯
を
殺
さ
ん
と
欲
し
︑
飛
廉
・
悪
来
を
し
て
賢
良
を
誅
戮

し
︑
其
の
宝
器
を
取
り
︑
瓊
台
の
下
に
埋
む
︒
飛
廉
等
を
し
て
近
き
所
の

国
︑
侯
服
の
内
に
お
い
て
︑
烽
燧
を
し
て
相
続
せ
し
む
︒
紂
台
に
登
り
以

て
火
の
在
る
所
を
望
む
︒
乃
ち
師
を
興
し
往
き
其
の
国
を
伐
つ
︒
其
の
君

を
殺
し
︑
其
の
民
を
囚
え
︑
其
の
女
楽
を
収
め
︑
其
の
淫
虐
を
肆さ

ら

す
︒
神

人
憤
怨
し
︑
時
に
朱
鳥
火
を
銜ふ

く

む
有
り
︑
星
の
照
耀
の
如
く
︑
以
て
烽
燧

の
光
を
乱
す
︒
紂
乃
ち
回
惑
す
︒
諸
国
を
し
て
其
の
烽
燧
を
滅
せ
し
む
︒

武
王
紂
を
伐
つ
に
及
ぶ
︒

と
あ
る(

)

︒

13

こ
こ
で
の
﹁
神
人
﹂
は
︑
朱
鳥
を
使
っ
て
紂
王
の
狼
煙
を
乱
し
︑
間
接
的
に
武

王
が
紂
王
を
伐
つ
手
伝
い
を
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹁
神
人
﹂
が
武
王
を
間
接
的
に

手
伝
っ
た
理
由
は
︑
﹁
紂
登
台
以
望
火
之
所
在
︒
乃
興
師
往
伐
其
国
︒
殺
其
君
︑

囚
其
民
︑
収
其
女
楽
︑
肆
其
淫
虐
︒
神
人
憤
怨
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
紂
王
の
政
治

に
怒
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
﹁
神
人
﹂
は
単
に
困
っ
て
い
る
一
般
人
を
助
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
︒
国
が
乱
れ
た
時
に
︑
趙
佗
や
武
王
の
よ
う
な
道
徳
的
に
正
し
い
方
の

一
般
人
を
助
け
て
い
る
︒

次
に
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
た
﹁
神
人
﹂
を
見
て
い
く
︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神
人
﹂
は
︑
主
に
出
身
地
が
明
記
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
︒
そ
の
こ
と
か
ら
︑
も
と
も
と
人
で
あ
っ
た
者
は
な
れ
な
い
呼
称
だ
と
考

え
て
き
た
︒

し
か
し
︑
﹃
幽
明
録
﹄
と
﹃
高
僧
伝
﹄
で
は
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
た
者
が
一

般
人
に
﹁
神
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
︒

『
幽
明
録
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
五
﹁
安
世
高
﹂
に
は
︑
﹁
安
侯
世
高
者
︑
安
息

国
王
子
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
値
乱
︑
有
一
人
逢
高
︑
唾
手
抜
刀
曰
︑
真
得
汝

矣
︒
高
大
笑
曰
︑
我
宿
命
負
対
︑
故
遠
来
相
償
︒
遂
殺
之
︒
有
一
少
年
云
︑
此
遠

国
異
人
︑
而
能
作
吾
国
言
︑
受
害
無
難
色
︑
将
是
神
人
乎
︒
衆
皆
駭
異
︒
︵
安
侯

世
高
は
︑
安
息
国
の
王
子
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
乱
に
値
い
︑
一
人
の
高
に
逢
う
有

り
︑
唾は

き
て
手
刀
を
抜
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
真
に
汝
を
得
﹂
と
︒
高
は
大
笑
し
て
曰
わ
く
︑

﹁
我
が
宿
命
対
う
る
に
負
き
︑
故
に
遠
く
来
り
て
相
い
償
う
﹂
と
︒
遂
に
之
れ
を
殺
す
︒

一
少
年
有
り
云
う
︑
﹁
此
の
遠
国
の
異
人
︑
而
し
て
能
く
吾
国
言
を
作
し
︑
害
を
受
け
難

色
無
し
︑
将
た
是
れ
神
人
な
る
か
﹂
と
︒
衆
皆

駭
お
ど
ろ

き
異
と
す
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒
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安
息
国
の
王
子
で
あ
る
安
侯
世
高
は
︑
少
年
に
﹁
神
人
﹂
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
る
︒
安
侯
世
高
は
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
い
な
い
︒
少
年
が
安
侯
世
高
を

﹁
神
人
﹂
と
呼
ん
だ
理
由
は
︑
﹁
此
遠
国
異
人
︑
而
能
作
吾
国
言
︑
受
害
無
難
色
︑

将
是
神
人
乎
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
外
国
人
な
の
に
少
年
の
国
の
言
葉
を
喋
り
︑
被

害
に
遭
っ
て
も
怒
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
少
年
は
︑
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・

﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
な
い
︑
一
般
人
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
た
者
が
一
般
人
に
﹁
神
人
﹂
と
呼
称
さ
れ

る
こ
と
は
︑
他
の
六
朝
時
代
の
書
物
で
も
見
ら
れ
た
︒
西
晋
・
陳
寿
﹃
三
国
志
﹄

魏
書
・
方
技
伝
の
管
輅
伝
の
注
が
引
く
魏
・
管
辰
﹃
輅
別
伝
﹄
に
は
︑

利
漕
民
郭
恩
︑
字
義
博
︑
有
才
学
︑
善
周
易
・
春
秋
︑
又
能
仰
観
︒
輅
就
義

博
読
易
︑
数
十
日
中
︑
意
便
開
発
︑
言
難
踰
師
︒
於
此
分
蓍
下
卦
︑
用
思
精

妙
︑
占
黌
上
諸
生
疾
病
死
亡
貧
富
喪
衰
︑
初
無
差
錯
︑
莫
不
驚
怪
︑
謂
之
神

人
也
︒

一
五
二
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利
漕
の
民
の
郭
恩
︑
字
は
義
博
︑
才
学
有
り
︑
﹃
周
易
﹄
・
﹃
春
秋
﹄
を
善

く
し
︑
又
た
能
く
仰
観
す
︒
輅
義
博
に
就
き
て
﹃
易
﹄
を
読
み
︑
数
十
日

中
︑
意
便
ち
開
発
し
︑
言
難
く
し
て
師
を
踰
ゆ
︒
此
に
於
い
て
蓍
を
分
け

て
卦
を
下
し
︑
思
を
用
い
る
こ
と
は
精
妙
に
し
て
︑
黌
上
の
諸
生
の
疾
病

死
亡
貧
富
喪
衰
を
占
い
︑
初
め
よ
り
差
錯
無
く
︑
驚
怪
せ
ざ
る
莫
し
︑
之

れ
を
神
人
と
謂
う
な
り
︒

と
あ
る
︒
こ
の
管
輅
は
︑
﹃
三
国
志
﹄
魏
書
・
方
技
伝
の
管
輅
伝
に
﹁
管
輅
字
公

明
︑
平
原
人
也
︒
︵
管
輅
字
は
公
明
︑
平
原
の
人
な
り
︒
︶
﹂
と
あ
り
︑
出
身
地
が
明

記
さ
れ
て
お
り
︑
人
で
あ
る
︒
管
輅
は
学
ん
だ
こ
と
で
占
い
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
︑
他
の
学
生
を
占
っ
た
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
外
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
た

め
人
々
は
驚
い
て
管
輅
を
﹁
神
人
﹂
と
呼
ん
だ
︒

葛
洪
は
﹃
抱
朴
子
﹄
内
篇
・
袪
惑
篇(

)

で
︑
こ
の
よ
う
に
占
い
が
当
た
る
こ
と
で

15

民
衆
に
﹁
神
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
者
に
つ
い
て
︑

又
術
士
或
有
偶
受
体
︑
自
然
見
鬼
神
︑
頗
能
内
占
︑
知
人
将
来
及
已
過
之

事
︑
而
実
不
能
有
禍
福
之
損
益
也
︒
譬
如
蓍
亀
耳
︒
凡
人
見
其
小
験
︑
便
呼

為
神
人
︑
謂
之
必
無
所
不
知
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
因
此
細
験
之
︑
多
行
欺

誑
世
人
︑
以
收
財
利
︑
無
所
不
爲
矣
︒
此
等
與
彼
穿
窬
之
盜
︑
異
途
而
同
帰

者
也
︒

又
た
術
士
或
い
は
偶
た
ま
体
を
受
く
る
有
り
︑
自
然
に
鬼
神
を
見
︑
頗
る

能
く
内
占
し
︑
人
の
将
来
及
び
已
に
過
ぐ
る
の
事
を
知
れ
ど
も
︑
実
は
禍

福
の
損
益
有
ら
し
む
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
︒
譬
え
ば
蓍
亀
の
如
き
の

み
︒
凡
そ
人

其
の
小
験
を
見
れ
ば
︑
便
ち
呼
び
て
神
人
と
為
し
︑
之
れ

を
謂
い
て
必
ず
知
ら
ざ
る
所
無
し
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
此
に
因
り
て

細
か
に
之
れ
を
験
す
れ
ば
︑
多
く
世
人
を
欺
誑
す
る
こ
と
を
行
い
︑
以
て

財
利
を
收
め
︑
為
さ
ざ
る
所
無
し
︒
此
等
は
彼
の
穿
窬
の
盜
と
︑
途
を
異

に
す
れ
ど
も
帰
を
同
じ
く
す
る
者
な
り
︒

と
述
べ
て
お
り
︑
生
ま
れ
つ
き
鬼
神
を
見
た
り
︑
占
い
が
得
意
で
予
知
能
力
の
あ

る
術
士
も
い
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
災
難
と
幸
福
を
増
減
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
に
︑
人
々
は
術
士
を
﹁
神
人
﹂
と
呼
び
︑
知
ら
な
い
こ
と
は
無
い
と
言
う
と

し
て
︑
批
判
し
て
い
る
︒

梁
・
程
慧
﹃
高
僧
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
異
僧
三
﹁
釈
道
安
﹂
で
は
︑
釈
道
安

が
人
の
名
前
を
言
い
当
て
た
こ
と
で
一
般
人
に
﹁
神
人
﹂
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
︒

至
鄴
︑
遇
仏
図
澄
︑
因
事
澄
為
師
︒
及
石
氏
将
乱
︑
与
弟
子
恵
遠
等
四
百
余

人
渡
河
南
遊
︒
夜
行
値
雷
雨
︑
乗
電
光
而
進
︒
前
行
得
人
家
︑
見
門
裏
有
一

馬
樁
︑
樁
之
間
懸
一
馬
兜
︑
可
容
一
斛
︒
安
使
呼
林
百
升
︒
主
人
驚
出
︒
果

姓
林
名
百
升
︒
百
升
謂
是
神
人
︒
厚
相
賞
接
︒
既
而
弟
子
問
︑
何
以
知
其
姓

字
︒
安
曰
︑
両
木
為
林
︑
兜
容
百
升
也
︒

鄴
に
至
り
︑
仏
図
澄
に
遇
い
︑
因
り
て
澄
に
事
え
師
と
為
す
︒
石
氏
将
に

乱
れ
ん
と
す
る
に
及
び
︑
弟
子
恵
遠
等
四
百
余
人
と
河
南
に
渡
り
遊
ぶ
︒

夜
行
き
雷
雨
に
値
い
︑
電
光
に
乗
じ
て
進
む
︒
前す

す

み
行
き
人
家
を
得
︑
門

裏
一
馬
樁
有
り
︑
樁
の
間
に
一
馬
兜
を
懸
け
︑
一
斛
を
容
る
べ
き
を
見

る
︒
安
林
百
升
を
呼
ば
し
む
︒
主
人
驚
き
出
づ
︒
果
た
し
て
姓
は
林
名
は

百
升
︒
百
升
謂
え
ら
く
﹁
是
れ
神
人
な
り
﹂
と
︒
厚
く
相
い
賞
び
接
す
︒

既
に
し
て
弟
子
問
う
︑
﹁
何
を
以
て
其
の
姓
字
を
知
る
﹂
と
︒
安
曰
わ
く
︑

﹁
両
木
は
林
に
為
り
︑
兜
は
百
升
を
容
る
な
り
﹂
と(

)

︒

16

こ
こ
で
は
︑
鄴
で
仏
図
澄
の
弟
子
に
な
っ
た
釈
道
安
が
︑
弟
子
の
恵
遠
ら
四
百

余
人
と
と
も
に
河
南
へ
渡
り
︑
夜
に
雷
雨
に
あ
う
︒
前
方
の
人
家
に
は
︑
門
の
中

に
馬
を
繋
ぐ
杭
が
あ
り
︑
二
本
の
杭
の
間
に
一
斛
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
き
さ
の

飼
い
葉
桶
が
か
け
て
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
釈
道
安
は
そ
の
家
に
住
む
林
百
升
を
呼
ん

で
来
さ
せ
た
︒
林
百
升
は
名
前
を
言
い
当
て
ら
れ
︑
釈
道
安
の
こ
と
を
﹁
神
人
﹂

だ
と
し
て
︑
厚
く
も
て
な
し
た
︒
す
ぐ
に
弟
子
が
釈
道
安
に
ど
う
し
て
林
百
升
の

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像
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姓
と
字
が
わ
か
っ
た
の
か
聞
い
た
︒
釈
道
安
は
﹁
二
本
の
木
は
林
で
あ
り
︑
飼
い

葉
桶
は
百
升
を
入
れ
ら
れ
る
大
き
さ
だ
っ
た
か
ら
だ
﹂
と
言
っ
た
︒

釈
道
安
は
︑
家
の
周
囲
の
状
況
か
ら
林
百
升
の
名
前
を
言
い
当
て
た
こ
と
で
︑

林
百
升
か
ら
﹁
神
人
﹂
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
︒
林
百
升
は
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・

﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
で
は
な
い
一
般
人
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
仙
界
の
仕
組
み
を

知
っ
た
上
で
釈
道
安
を
﹁
神
人
﹂
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

釈
道
安
は
﹁
釈
道
安
姓
魏
氏
︑
常
山
扶
柳
人
也
︒
︵
釈
道
安
姓
は
魏
氏
︑
常
山
扶

柳
の
人
な
り
︒
︶
﹂(

)

の
よ
う
に
︑
出
身
地
が
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
も
と
も
と
人
で
あ

17

る
︒ま

た
︑
﹁
安
至
其
年
二
月
八
日
忽
告
衆
曰
︑
吾
当
去
矣
︒
是
日
斎
畢
︑
無
疾
而

卒
︒
︵
安
其
の
年
二
月
八
日
に
至
り
忽
ち
衆
に
告
げ
て
曰
わ
く
︑
﹁
吾
当
に
去
る
べ
し
﹂

と
︒
是
の
日
斎
畢
り
︑
疾
無
く
し
て
卒
す
︒
︶
﹂(

)

と
あ
る
よ
う
に
︑
釈
道
安
は
自
身
の

18

死
を
予
言
し
て
死
ぬ
︒
死
ぬ
﹁
神
人
﹂
は
︑
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
︒

『
高
僧
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
異
僧
二
﹁
仏
図
澄
﹂
で
は
︑
﹁
石
虎
有
子
名
斌
︑

後
勒
以
為
子
︑
勒
愛
之
甚
重
︒
忽
暴
病
而
亡
︒
已
渉
二
日
︒
勒
曰
︑
朕
聞
虢
太
子

死
︑
扁
鵲
能
生
︒
大
和
尚
国
之
神
人
︒
可
急
往
告
︒
必
能
致
福
︒
澄
乃
取
楊
枝
呪

之
︒
須
臾
能
起
︑
有
頃
平
復
︒
︵
石
虎
子
有
り
名
は
斌
︑
後
に
勒
以
て
子
と
為
し
︑
勒

之
を
愛
す
る
こ
と
甚
だ
重
し
︒
忽
ち
暴
き
病
に
し
て
亡
す
︒
已
に
二
日
に
渉
る
︒
勒
曰
わ

く
︑
﹁
朕
聞
く
虢
の
太
子
死
し
︑
扁
鵲
能
く
生
か
す
と
︒
大
和
尚
は
国
の
神
人
な
り
︒
急

ぎ
往
き
告
ぐ
べ
し
︒
必
ず
能
く
福
を
致
さ
ん
﹂
と
︒
澄
乃
ち
楊
枝
を
取
り
之
を
呪い

の

る
︒
須

臾
に
し
て
能
く
起
ち
︑
頃
く
有
り
平
復
す
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒

19

石
勒
は
可
愛
が
っ
て
い
た
斌
が
酷
い
病
で
死
ん
だ
た
め
︑
仏
図
澄
に
頼
ん
で
斌

を
蘇
生
し
て
も
ら
う
︒
大
和
尚
は
︑
﹁
号
大
和
尚
︒
︵
大
和
尚
と
号
す
︒
︶
﹂(

)

と
あ
り
︑

20

仏
図
澄
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
神
人
﹂
は
大
和
尚
で
あ
る
仏
図
澄
を
指
し

て
い
る
︒
仏
図
澄
の
こ
と
を
﹁
神
人
﹂
と
呼
ん
だ
の
は
石
勒
で
あ
る
︒
石
勒
自
身

は
﹁
神
仙
﹂
・﹁
神
人
﹂
・﹁
真
人
﹂
・﹁
仙
人
﹂
と
は
呼
称
さ
れ
な
い
︑
一
般
人
で
あ
る
︒

仏
図
澄
は
︑
﹁
仏
図
澄
者
︑
西
域
人
也
︒
本
姓
帛
氏
︒
少
出
家
︒
︵
仏
図
澄
は
︑

西
域
の
人
な
り
︒
本
姓
は
帛
氏
︒
少
く
し
て
出
家
す
︒
︶
﹂(

)

の
よ
う
に
出
身
地
が
明
記
さ

21

れ
て
お
り
︑
も
と
も
と
は
人
で
あ
る
︒
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
出
身
地

の
記
載
が
あ
っ
て
﹁
神
人
﹂
と
さ
れ
る
者
は
稀
に
い
る
が
︑
そ
の
者
を
﹁
神
人
﹂

と
呼
ぶ
人
物
は
い
つ
も
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
で
は
な
い
︑
石

勒
の
よ
う
な
一
般
人
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
仙
界
の
仕
組
み
を
知
っ
た
上
で
﹁
神

人
﹂
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
斌
を
蘇
生
し
た
よ
う
に
︑
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
自
主
的
に
一
般
人

を
助
け
る
﹁
神
人
﹂
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
︒
仏
図
澄
は
以
下
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
一
般
人
を
助

け
て
い
る
︒

後
郭
黒
略
︑
将
兵
征
長
安
北
山
羌
︑
堕
羌
伏
中
︒
時
澄
在
堂
上
坐
︑
弟
子
法

常
在
側
︒
澄
忽
惨
然
改
容
曰
︑
郭
公
陥
狄
︒
令
衆
生
呪
願
︒
澄
又
自
呪
願
︒

須
臾
更
白
︑
若
東
南
出
者
活
︑
余
向
則
困
︒
復
更
呪
願
︒
有
頃
曰
︑
脱
矣
︒

後
月
余
日
︑
黒
略
還
説
︑
随
羌
囲
中
東
南
走
︒
馬
乏
︑
正
遇
帳
下
人
推
馬
与

之
︑
曰
︑
公
乗
此
︑
小
人
乗
公
馬
︒
済
与
不
済
︑
任
命
也
︒
略
得
其
馬
︑
故

獲
免
︒
推
験
日
時
︑
正
是
澄
呪
願
時
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
常
遣
弟
子

向
西
城
中
市
香
︒
既
行
︒
澄
告
余
弟
子
︑
掌
中
見
買
香
弟
子
︑
在
某
処
被
劫

垂
死
︒
因
焼
香
呪
願
︑
遥
救
護
之
︒
弟
子
後
還
云
︑
某
月
某
日
某
処
︒
為
賊

所
劫
︑
垂
当
見
殺
︑
忽
聞
香
気
︒
賊
無
故
自
驚
曰
︑
救
兵
已
至
︒
棄
之
而

走
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
嘗
与
虎
共
処
中
堂
︑
澄
忽
驚
曰
︑
幽
州
当
火

災
︒
仍
取
酒
灑
之
︒
久
而
笑
曰
︑
救
已
得
矣
︒
虎
遣
験
幽
州
︒
云
︑
爾
日
火

従
四
門
起
︑
西
南
有
黒
雲
来
︑
驟
雨
滅
之
︒
雨
亦
頗
有
酒
気
︒

後
に
郭
黒
略
︑
兵
を
将
い
長
安
北
山
の
羌
を
征
し
︑
羌
伏
中
に
堕
つ
︒
時

に
澄
堂
に
在
り
上
に
坐
し
︑
弟
子
法
常
側
に
在
り
︒
澄
忽
ち
惨
然
と
し
て

一
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容
を
改
め
て
曰
わ
く
︑
﹁
郭
公
狄
に
陥
る
︒
衆
生
を
し
て
呪
願
せ
し
め
よ
﹂

と
︒
澄
又
た
自
ら
呪
願
す
︒
須
臾
更
に
白
す
︑
﹁
東
南
に
出
づ
る
が
若
き

者
は
活
し
︑
余
向
か
え
ば
則
ち
困く

る

し
む
﹂
と
︒
復
た
更
に
呪
願
す
︒
頃
く

有
り
て
曰
わ
く
︑
﹁
脱
す
﹂
と
︒
後
月
余
日
︑
黒
略
還
り
説
く
︑
﹁
羌
の
囲

い
に
随
い
て
東
南
に
走
る
︒
馬
乏つ

か

れ
︑
正
に
帳
下
の
人
に
遇
い
馬
を
推
し

之
に
与
え
︑
曰
わ
く
︑
﹁
公
此
れ
に
乗
り
︑
小
人
公
の
馬
に
乗
る
︒
済
る

と
済
ら
ざ
る
と
は
︑
命
に
任
す
な
り
﹂
と
︒
略
其
の
馬
を
得
︑
故
に
獲
免

る
﹂
と
︒
推
し
て
日
時
を
験
せ
ば
︑
正
に
是
れ
澄
の
呪
願
の
時
な
り
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
常
に
弟
子
を
し
て
西
城
中
に
香
を
市
わ
し
む
︒
既

に
行
く
︒
澄
余
り
の
弟
子
に
告
ぐ
︑
﹁
掌
中
に
香
を
買
う
弟
子
︑
某
処
に

在
り
劫
か
さ
れ
死
に
垂
ん
と
す
る
を
見
る
﹂
と
︒
因
り
て
香
を
焼
き
呪
願

し
︑
遥
か
に
之
を
救
護
す
︒
弟
子
後
に
還
り
云
う
︑
﹁
某
月
某
日
某
処
︒

賊
の
劫
か
す
所
と
為
り
︑
垂
ん
と
し
て
当
に
殺
さ
れ
ん
と
し
︑
忽
ち
香
気

を
聞
く
︒
賊
故
無
く
自
ら
驚
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
救
兵
已
に
至
る
﹂
と
︒
之

れ
を
棄
て
て
走
る
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
嘗
て
虎
と
共
に
中
堂
に

処
り
︑
澄
忽
ち
驚
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
幽
州
当
に
火
災
あ
る
べ
し
﹂
と
︒
仍

て
酒
を
取
り
之
に
灑
ぐ
︒
久
し
く
し
て
笑
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
救
い
已
に
得
﹂

と
︒
虎
遣
い
し
て
幽
州
を
験
さ
し
む
︒
云
う
︑
﹁
爾
の
日
火
四
門
よ
り
起

き
︑
西
南
に
黒
雲
有
り
来
た
り
︑
驟
雨
之
れ
を
滅
す
︒
雨
亦
た
頗
る
酒
気

有
り
﹂
と(

)

︒
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遠
方
か
ら
酒
に
よ
っ
て
雨
を
降
ら
せ
幽
州
の
火
災
を
消
火
し
た
話
は
︑
﹃
神
仙

伝
﹄
欒
巴
が
遠
方
か
ら
酒
を
吹
く
こ
と
で
蜀
の
消
火
を
し
た
話
と
似
て
い
る
﹁
欒

巴
︑
蜀
人
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
巴
為
尚
書
︑
正
旦
会
︑
群
臣
飲
酒
︑
巴
乃
含

酒
起
︑
望
西
南
噀
之
︑
奏
云
︑
臣
本
郷
成
都
市
失
火
︒
故
為
救
之
︒
帝
馳
駅
往
問

之
︑
云
︑
正
旦
失
火
︑
時
有
雨
自
東
北
来
滅
火
︑
雨
皆
作
酒
気
也
︒
︵
欒
巴
は
︑
蜀

人
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
巴
尚
書
と
為
り
︑
正
旦
会
し
︑
群
臣
酒
を
飲
み
︑
巴
乃
ち

酒
を
含
み
起
ち
︑
西
南
を
望
み
之
れ
を
噀
き
︑
奏
み
云
う
︑
﹁
臣
本
郷
成
都
市
失
火
す
︒

故
に
為
に
之
れ
を
救
う
﹂
と
︒
帝
駅
を
馳
せ
往
き
之
れ
を
問
わ
し
め
︑
云
う
︑
﹁
正
旦
失

火
し
︑
時
に
雨
有
り
東
北
よ
り
来
た
り
火
を
滅
し
︑
雨
皆
酒
気
を
作
す
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂(

)

︒
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仏
図
澄
は
他
に
も
以
下
に
示
す
四
点
︵
器
に
青
蓮
華
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
︑
見
た

目
が
異
形
で
あ
る
こ
と
︑
予
言
を
す
る
こ
と
︑
自
身
に
対
し
て
蘇
生
の
超
自
然
現
象
を
起

こ
す
こ
と
︶
の
よ
う
な
︑
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
い
た
︒

ま
ず
︑
器
に
青
蓮
華
を
生
じ
さ
せ
る
超
自
然
現
象
か
ら
見
て
い
く
︒

｢
召
澄
問
曰
︑
仏
道
有
何
霊
験
︒
澄
知
勒
不
達
深
理
︑
止
可
以
道
術
為
教
︑

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
即
取
器
盛
水
︑
焼
香
呪
之
︒
須
臾
生
青
蓮
華
︑
光
色
曜
日
︒

勒
由
此
信
伏
︒
︵
澄
を
召
し
て
問
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
仏
道
何
の
霊
験
有
り
や
﹂
と
︒
澄
勒

の
深
理
に
達
せ
ざ
る
を
知
り
︑
止
だ
道
術
を
以
て
教
え
を
為
す
べ
く
︑
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
即
ち
器
を
取
り
水
を
盛
り
︑
香
を
焼
き
之
れ
を
呪
る
︒
須
臾
青
蓮
華
︑
光
色
日
に
曜

く
を
生
ず
︒
勒
此
れ
に
よ
り
信
伏
す
︒
︶
﹂(

)

と
あ
る
よ
う
に
︑
仏
図
澄
は
器
に
水
を
入

24

れ
て
焼
香
し
て
祈
る
こ
と
で
︑
光
り
輝
く
青
蓮
華
を
生
じ
さ
せ
る
超
自
然
現
象
を

起
こ
し
て
い
る
︒
こ
の
道
術
に
よ
っ
て
仏
図
澄
は
石
勒
を
信
伏
さ
せ
て
い
る
︒

二
つ
目
は
︑
見
た
目
が
異
形
な
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
澄
左
乳
旁
先
有
一
孔
︒
囲
四

五
寸
︑
通
徹
腹
内
︒
有
時
光
従
中
出
︑
或
以
絮
塞
孔
︒
夜
欲
読
書
︑
輒
抜
絮
︑
則

一
室
洞
明
︒
又
斎
日
輒
至
水
辺
︑
引
腸
洗
之
︑
還
復
内
中
︒
︵
澄
左
乳
の
旁
に
先
ず

一
孔
有
り
︒
囲
四
五
寸
︑
腹
内
に
通
徹
す
︒
時
に
光
中
よ
り
出
づ
有
り
︑
或
は
絮
を
以
て

孔
を
塞
ぐ
︒
夜
に
書
を
読
ま
ん
と
欲
し
︑
輒
ち
絮
を
抜
け
ば
︑
則
ち
一
室
洞
明
す
︒
又
た

斎
日
に
輒
ち
水
辺
に
至
り
︑
腸
を
引
き
之
れ
を
洗
い
︑
還
ち
復
た
中
に
内
む
︒
︶
﹂(

)

と
あ
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り
︑
左
胸
の
傍
に
孔
が
一
つ
空
い
て
い
る
異
形
で
あ
る
︒
仏
図
澄
は
そ
の
穴
か
ら

腸
を
引
き
出
し
て
洗
う
こ
と
も
あ
り
︑
孔
を
塞
い
で
い
る
真
綿
を
抜
く
と
部
屋
を

明
る
く
す
る
ほ
ど
の
光
が
漏
れ
て
夜
に
読
書
で
き
た
︒

三
つ
目
は
︑
予
言
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

勒
自
葛
陂
還
河
北
︑
過
坊
頭
︑
人
夜
欲
斫
営
︒
澄
語
黒
略
曰
︑
須
臾
賊
至
︑

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
五
五
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可
令
公
知
︒
果
如
其
言
︒
有
備
故
不
敗
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
至
建
平
四
年

四
月
︑
天
静
無
風
︑
而
塔
上
一
鈴
独
鳴
︒
澄
謂
衆
曰
︑
鈴
音
云
︑
国
有
大

喪
︒
不
出
今
年
矣
︒
是
歳
七
月
勒
死
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
嘗
昼
寝
︒
夢

見
群
羊
負
魚
︑
従
東
北
来
︒
寤
已
訪
澄
︒
澄
曰
︑
不
祥
也
︒
鮮
卑
其
有
中
原

乎
︒
慕
容
氏
後
果
都
之
︒

勒
葛
陂
よ
り
河
北
に
還
り
︑
坊
頭
を
過
ぎ
︑
人
夜
に
営
を
斫
ら
ん
と
欲

す
︒
澄
黒
略
に
語
り
て
曰
わ
く
︑
﹁
須
臾
に
し
て
賊
至
る
︑
公
に
知
ら
し

む
べ
し
﹂
と
︒
果
た
し
て
其
の
言
の
如
し
︒
備
え
有
り
故
に
敗
れ
ず
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
建
平
四
年
四
月
に
至
り
︑
天
静
ま
り
風
無
く
︑
而
れ

ど
も
塔
上
の
一
鈴
独
り
鳴
る
︒
澄
衆
に
謂
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
鈴
の
音
云
う
︑

﹁
国
に
大
喪
有
り
︒
今
年
を
出
で
ず
﹂
﹂
と
︒
是
の
歳
七
月
勒
死
す
︒
⁝
⁝

︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
嘗
て
昼
寝
す
︒
夢
に
群
羊
魚
を
負
い
︑
東
北
よ
り
来
た

る
を
見
る
︒
寤
め
已こ

れ
澄
に
訪
う
︒
澄
曰
わ
く
︑
﹁
不
祥
な
り
︒
鮮
卑
其

れ
中
原
に
有
ら
ん
か
﹂
と
︒
慕
容
氏
後
に
果
た
し
て
之
れ
に
都
す(

)

︒
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こ
こ
で
は
︑
仏
図
澄
が
賊
が
来
る
こ
と
を
予
言
し
︑
黒
略
に
伝
言
さ
せ
て
石
勒

を
救
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
仏
図
澄
は
風
が
無
い
の
に
塔
の
上
の
鈴
が
鳴
っ
た
こ
と

か
ら
︑
今
年
中
に
国
で
大
喪
が
あ
る
と
言
い
︑
予
言
通
り
七
月
に
石
勒
が
死
ん

だ
︒
他
に
も
︑
昼
寝
を
し
て
い
た
石
虎
の
夢
で
魚
を
背
負
っ
た
羊
の
群
が
東
北
か

ら
来
た
こ
と
か
ら
︑
鮮
卑
が
攻
め
て
く
る
こ
と
を
予
言
し
た
︒

四
つ
目
は
︑
自
身
に
対
し
て
蘇
生
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
︒
仏

図
澄
が
自
身
に
対
し
て
蘇
生
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
い
る
場
面
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
︒

虎
愴
然
曰
︑
不
聞
和
尚
有
疾
︒
乃
忽
爾
告
終
︒
即
自
出
至
寺
而
慰
諭
焉
︒
澄

謂
虎
曰
︑
出
入
生
死
︑
道
之
常
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
悲
動
嗚
咽
︑
知

其
必
逝
︑
即
為
鑿
壙
営
墳
︒
至
十
二
月
八
日
︑
卒
於
鄴
宮
寺
︒
⁝
⁝
︵
中

略
︶
⁝
⁝
初
虎
殮
澄
以
生
時
錫
杖
及
鉢
内
棺
中
︒
後
冉
閔
篡

位
︑
開
棺
唯
得

鉢
杖
︒
不
得
見
屍
︒
或
言
︑
澄
死
之
日
︑
有
人
見
澄
於
流
沙
︒
虎
疑
其
不

死
︑
因
発
墓
開
棺
視
之
︑
唯
見
一
石
︒

虎
愴
然
と
し
て
曰
わ
く
︑
﹁
和
尚
の
疾
有
る
を
聞
か
ず
︒
乃
ち
忽
ち
爾
り

終
わ
り
を
告
ぐ
﹂
と
︒
即
ち
自
ら
出
で
寺
に
至
り
て
慰
諭
す
︒
澄
虎
に
謂

い
て
曰
わ
く
︑
﹁
生
死
を
出
入
す
る
は
︑
道
の
常
な
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中

略
︶
⁝
⁝
虎
悲
動
嗚
咽
し
︑
其
の
必
ず
逝
く
を
知
り
︑
即
ち
為
に
壙
を
鑿

ち
墳
を
営
む
︒
十
二
月
八
日
に
至
り
︑
鄴
の
宮
寺
に
卒
す
︒
⁝
⁝
︵
中

略
︶
⁝
⁝
初
め
虎
澄
を
殮
め
生
く
る
時
の
錫
杖
及
び
鉢
を
以
て
棺
中
に
内

む
︒
後
に
冉
閔
位
を
篡

い
︑
棺
を
開
き
唯
だ
鉢
杖
を
得
︒
屍
を
見
る
を
得

ず
︒
或
は
言
う
︑
澄
死
す
る
の
日
︑
人
の
澄
を
流
沙
に
見
る
有
り
︒
虎
其

の
死
せ
ざ
る
を
疑
い
︑
因
り
て
墓
を
発
き
棺
を
開
き
之
れ
を
視
︑
唯
だ
一

石
を
見
る(

)

︒
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こ
こ
で
は
︑
石
虎
に
別
れ
を
告
げ
て
死
ん
だ
仏
図
澄
が
︑
後
に
棺
を
開
け
ら
れ

る
と
中
に
屍
が
無
く
︑
鉢
杖
ま
た
は
石
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
や
︑

仏
図
澄
が
死
ん
だ
日
に
仏
図
澄
を
流
沙
で
見
た
人
が
い
た
と
い
う
話
は
仏
図
澄
の

蘇
生
を
示
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
は
尸
解
仙
の
特
徴
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
管
見
の
限

り
で
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
で
︑
﹁
神
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
た

者
で
尸
解
仙
と
さ
れ
た
者
は
い
な
か
っ
た
︒

葛
洪
は
﹃
抱
朴
子
﹄
内
篇
・
論
仙
篇
に
﹃
仙
経
﹄
を
引
い
て
︑
天
仙
・
地
仙
・

尸
解
仙
の
地
位
に
つ
い
て
﹁
按
仙
経
云
︑
上
士
挙
形
昇
虚
︑
謂
之
天
仙
︒
中
士
遊

於
名
山
︑
謂
之
地
仙
︒
下
士
先
死
後
蛻
︑
謂
之
尸
解
仙
︒
︵
按
ず
る
に
仙
経
に
云

う
︑
﹁
上
士
は
形
を
挙
げ
虚
に
昇
る
︑
之
れ
を
天
仙
と
謂
う
︒
中
士
は
名
山
に
遊
ぶ
︑
之

れ
を
地
仙
と
謂
う
︒
下
士
は
先
ず
死
し
て
後
に
蛻
す
︑
之
れ
を
尸
解
仙
と
謂
う
﹂
と
︒
︶
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
地
位
の
高
い
順
に
天
仙
・
地
仙
・
尸
解
仙
と
さ
れ

て
い
る
︒
天
仙
は
〝
浮
遊
〟
し
︑
尸
解
仙
は
〝
蘇
生
〟
や
〝
骸
の
消
失
〟
の
超
自

然
現
象
を
起
こ
す
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
〝
蘇
生
〟
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
一
度

一
五
六
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は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
人
と
同
じ
で
超
越
的
な
存
在

と
は
言
い
難
い
︒
そ
の
た
め
︑
尸
解
仙
は
最
も
地
位
が
低
い
と
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
︒こ

れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
︑
﹁
神
人
﹂
と
﹁
仙
人
﹂
を

包
括
す
る
呼
称
で
あ
る
﹁
神
仙
﹂
を
除
く
と
︑
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
の

中
で
自
身
に
対
し
て
蘇
生
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
い
た
の
は
﹁
仙
人
﹂
の
み

で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
の
中
で
﹁
仙
人
﹂
の
地

位
が
最
も
低
い
と
考
え
た(

)

︒
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し
か
し
︑
仏
教
の
伝
記
集
で
あ
る
﹃
高
僧
伝
﹄
で
は
︑
一
般
人
に
﹁
神
人
﹂
と

呼
称
さ
れ
た
釈
道
安
と
仏
図
澄
が
一
度
死
ぬ
と
い
う
尸
解
仙
の
特
徴
を
有
し
て
い

た
︒
こ
れ
は
︑
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
見
ら
れ
な
い
﹁
神
人
﹂
の
特
徴

で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
︑
仏
教
が
神
仙
思
想
を
取
り
込
む
過
程
で
︑
蘇
生
す
る
と

い
う
﹁
仙
人
﹂
の
特
徴
を
持
つ
﹁
神
人
﹂
を
新
た
に
作
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
︒

第
三
節

真
人

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
真
人
﹂
は
︑
﹁
仙
人
﹂

ほ
ど
多
く
な
い
が
出
身
地
の
明
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者

に
も
な
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
な

い
﹁
真
人
﹂
の
み
登
場
し
て
お
り
︑
一
般
人
を
助
け
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
こ
れ

は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
真
人
﹂
か
ら
見

て
い
き
た
い
︒
﹃
漢
武
内
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
﹁
漢
武
帝
﹂
で
は
︑
天

地
創
造
の
頃
の
話
を
す
る
西
王
母
の
言
葉
に
﹁
昔
上
皇
清
虚
元
年
︑
三
天
太
上
道

君
︑
下
観
六
合
︑
瞻
河
海
之
長
短
︑
察
丘
山
之
高
卑
︑
立
天
柱
而
安
於
地
理
︑
植

五
岳
而
擬
諸
鎮
輔
︑
貴
昆
陵
以
舎
霊
仙
︑
尊
蓬
山
以
館
真
人
︑
安
水
神
乎
極
陰
之

源
︑
棲
太
帝
于
扶
桑
之
墟
︒
︵
昔
上
皇
の
清
虚
元
年
︑
三
天
太
上
道
君
︑
下
り
六
合
を

観
︑
河
海
の
長
短
を
瞻み

︑
丘
山
の
高
卑
を
察み

︑
天
柱
を
立
て
て
地
理
を
安
ん
じ
︑
五
岳
を

植た

て
て
諸
鎮
輔
を
擬は

か

り
︑
昆
陵
を
貴
び
以
て
霊
仙
を
舎や

ど

し
︑
蓬
山
を
尊
び
以
て
真
人
を
館や

ど

し
︑
水
神
を
極
陰
の
源
に
安
ん
じ
︑
太
帝
を
扶
桑
の
墟
に
棲
ま
し
む
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒
こ
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こ
で
の
﹁
真
人
﹂
は
蓬
山
に
住
ん
で
お
り
︑
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
は
﹁
真
人
﹂
が
天
地
創
造
の
頃
か
ら
存
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

次
に
︑
特
定
の
個
人
を
指
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
真
人
﹂
を
見
て
い

く
︒『

漢
武
内
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
﹁
漢
武
帝
﹂
で
は
︑
﹁
上
元
夫
人
曰
︑

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
此
是
太
虚
群
文
真
人
赤
童
所
出
︒
伝
之
既
自
有
男
女
之
限

禁
︒
又
宜
授
得
道
者
︒
恐
徹
下
才
︑
未
応
得
此
耳
︒
王
母
色
不
平
︑
乃
曰
︑
天
禁

漏
泄
︑
犯
違
明
科
︑
伝
必
其
人
︑
授
必
知
真
者
︒
夫
人
何
向
下
才
而
説
其
霊
飛
之

篇
目
乎
︒
︵
上
元
夫
人
曰
わ
く
︑
﹁
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
此
れ
是
れ
太
虚
の
群
文
真
人
赤

童
の
出
だ
す
所
な
り
︒
之
れ
を
伝
う
に
既
に
自
ら
男
女
の
限
禁
有
り
︒
又
た
宜
し
く
道
を

得
る
者
に
授
く
べ
し
︒
恐
ら
く
徹
は
下
才
な
り
︑
未
だ
応
に
此
れ
を
得
べ
か
ら
ざ
る
の

み
﹂
と
︒
王
母
色
平
ら
か
な
ら
ず
︑
乃
ち
曰
わ
く
︑
﹁
天
禁
漏
泄
︑
明
科
を
犯
違
し
︑
伝

う
に
必
ず
其
の
人
︑
授
く
に
必
ず
真
を
知
る
者
な
り
︒
夫
人
何
ぞ
下
才
に
向
か
い
て
其
の

霊
飛
の
篇
目
を
説
か
ん
や
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒
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こ
こ
で
の
﹁
真
人
﹂
は
︑
﹁
真
人
赤
童
﹂
と
い
う
個
人
を
指
し
て
い
る
︒
上
元

夫
人
は
凡
人
で
あ
る
徹
︵
武
帝
劉
徹
︶
に
対
し
て
霊
飛
の
篇
目
に
つ
い
て
話
そ
う

と
考
え
る
が
︑
西
王
母
は
真
理
を
知
ら
な
い
平
凡
な
人
物
に
話
す
の
は
罪
に
当
た

る
と
指
摘
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
︑
書
物
を
与
え
る
こ
と
は
気
軽
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
話

は
︑
﹃
抱
朴
子
﹄
に
も
登
場
し
て
い
た
︒
﹃
抱
朴
子
﹄
内
篇
・
金
丹
篇
で
は
︑
﹁
凡

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像
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人
有
至
信
者
︑
可
以
薬
与
之
︒
不
可
軽
伝
其
書
︒
必
両
受
其
殃
︒
天
神
鑑
人
甚

近
︑
人
不
知
耳
︒
︵
凡
そ
人
の
至
信
有
る
者
は
︑
薬
を
以
て
之
れ
に
与
う
べ
し
︒
軽
が
る

し
く
其
の
書
を
伝
う
べ
か
ら
ず
︒
必
ず
両
つ
な
が
ら
其
の
殃
を
受
け
ん
︒
天
神
人
を
鑑
み

る
こ
と
甚
だ
近
く
︑
人
知
ら
ざ
る
の
み
︒
︶
﹂
と
あ
り
︑
薬
は
与
え
て
も
良
い
が
︑
書

物
を
授
け
る
こ
と
は
気
軽
に
し
て
良
い
こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
︒

『
高
僧
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
異
僧
四
﹁
杯
渡
﹂
に
は
︑

時
呉
部
民
朱
霊
期
使
高
麗
還
︒
値
風
︑
舶
飄
経
九
日
︑
至
一
洲
辺
︒
洲
上
有

山
︒
山
甚
高
大
︒
入
山
採
薪
︑
見
有
人
於
路
︒
霊
期
乃
将
数
人
随
路
告
乞
︒

行
十
余
里
︒
聞
磬
声
香
煙
︑
於
是
共
称
仏
礼
拝
︒
須
臾
見
一
寺
甚
光
麗
︑
多

是
七
宝
荘
厳
︒
又
見
十
余
石
人
︒
乃
共
礼
拝
︒
還
反
行
少
許
︑
聞
唱
道
声
︒

還
往
更
看
︑
猶
是
石
人
︒
霊
期
等
相
謂
︑
此
是
聖
僧
︒
吾
等
罪
人
︑
不
能
得

見
︒
因
共
竭
誠
懺
悔
︒
更
往
︑
乃
見
真
人
︒
為
期
等
設
食
︒
食
味
是
菜
︒
而

香
美
不
同
︒
衆
食
竟
︑
共
叩
頭
礼
拝
︑
乞
速
還
至
郷
︒
有
一
僧
云
︑
此
間
去

都
乃
二
十
余
万
里
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
別
有
一
青
竹
杖
︒
謂
期
言
︑
但
擲

此
杖
置
舫
前
水
中
︑
閉
目
静
坐
︑
不
仮
労
力
︑
必
令
速
至
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
即
具
如
所
示
︑
唯
聞
舫
従
山
頂
樹
木
上
過
︒
都
不
見
水
︒
経
三
日
︑
至

石
頭
淮
而
住
︒
亦
不
復
見
竹
杖
所
在
︒

時
に
呉
部
の
民
の
朱
霊
期
高
麗
に
使
し
て
還
る
︒
風
に
値
い
︑
舶
飄
り
九

日
を
経
︑
一
洲
の
辺
に
至
る
︒
洲
上
に
山
有
り
︒
山
甚
だ
高
大
な
り
︒
山

に
入
り
薪
を
採
り
︑
路
に
人
有
る
を
見
る
︒
霊
期
乃
ち
数
人
を
将
い
て
路

に
随
い
告
げ
乞
う
︒
十
余
里
を
行
く
︒
磬
声
香
煙
を
聞
き
︑
是
に
お
い
て

共
に
仏
を
称
し
礼
拝
す
︒
須
臾
に
し
て
一
寺
の
甚
だ
光
麗
に
し
て
︑
多
く

是
れ
七
宝
荘
厳
な
る
を
見
る
︒
又
た
十
余
の
石
人
を
見
る
︒
乃
ち
共
に
礼

拝
す
︒
還
た
反
し
て
少
し
許
り
行
き
︑
唱
道
の
声
を
聞
く
︒
還
た
往
き
更

に
看
る
に
︑
猶
お
是
れ
石
人
な
り
︒
霊
期
等
相
い
謂
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
此

れ
聖
僧
な
り
︒
吾
等
は
罪
人
︑
見
る
を
得
る
能
わ
ず
﹂
と
︒
因
り
て
共
に

竭
誠
懺
悔
す
︒
更
に
往
き
︑
乃
ち
真
人
を
見
る
︒
期
等
の
為
に
食
を
設

く
︒
食
味
は
菜
な
り
︒
而
れ
ど
も
香
美
同
じ
か
ら
ず
︒
衆
食
べ
竟
り
︑
共

に
叩
頭
礼
拝
し
︑
速
や
か
に
還
た
郷
に
至
る
を
乞
う
︒
一
僧
有
り
云
う
︑

﹁
此
の
間
都
を
去
る
こ
と
乃
ち
二
十
余
万
里
な
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
別
に
一
青
竹
杖
有
り
︒
期
に
謂
い
て
言
う
︑
﹁
但
だ
此
の
杖
を
擲
ち

舫
前
の
水
中
に
置
き
︑
目
を
閉
じ
静
坐
す
れ
ば
︑
労
力
を
仮
ら
ず
︑
必
ず

速
や
か
に
至
ら
し
む
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
即
ち
具
に
示
す
所
の
如

く
す
れ
ば
︑
唯
だ
舫
山
頂
の
樹
木
の
上
よ
り
過
ぐ
を
聞
く
の
み
︒
都
て
水

を
見
ず
︒
三
日
を
経
て
︑
石
頭
淮
に
至
り
て
住
む
︒
亦
た
復
た
竹
杖
の
在

る
所
を
見
ず(

)

︒
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と
あ
る
︒
朱
霊
期
は
高
麗
か
ら
帰
る
船
で
︑
嵐
に
あ
っ
て
漂
流
し
︑
九
日
後
に
島

に
流
れ
着
い
た
︒
島
の
上
に
は
高
山
が
あ
り
︑
朱
霊
期
は
山
に
入
っ
て
薪
を
採
っ

た
︒
そ
の
道
中
に
人
を
見
か
け
︑
朱
霊
期
は
数
人
と
と
も
に
物
乞
い
し
よ
う
と
十

余
里
を
歩
い
た
︒
磬
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
香
が
漂
っ
て
き
た
の
で
︑
皆
は
仏
の

名
前
を
と
な
え
て
礼
拝
し
た
︒
す
る
と
す
ぐ
︑
七
宝
で
飾
ら
れ
た
非
常
に
美
し
い

寺
が
見
え
た
︒
そ
こ
に
は
十
余
の
石
人
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
皆
は
礼
拝
し
て
少
し

引
き
返
す
と
︑
唱
導
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
︒
ま
た
戻
り
見
る
と
︑
や
は
り
石
人

で
あ
っ
た
︒
朱
霊
期
た
ち
は
互
い
に
﹁
此
れ
は
聖
僧
で
︑
我
々
の
よ
う
な
罪
深
い

者
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
こ
で
皆
懺
悔
し
た
︒
改
め

て
行
く
と
︑
﹁
真
人
﹂
を
見
︑
﹁
真
人
﹂
は
朱
霊
期
た
ち
の
た
め
に
食
事
を
用
意
し

て
く
れ
た
︒

こ
こ
で
の
﹁
真
人
﹂
は
︑
僧
を
指
し
て
い
る
が
︑
僧
は
人
間
と
い
う
よ
り
︑
超

自
然
的
な
存
在
の
よ
う
に
見
え
る
︒

｢
為
期
等
設
食
︒
食
味
是
菜
︒
而
香
美
不
同
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
真
人
﹂
が
出

し
て
く
れ
た
食
事
は
野
菜
だ
っ
た
が
︑
味
は
こ
の
世
の
も
の
と
同
じ
で
は
な
か
っ

た
︒
皆
は
食
べ
終
わ
っ
て
礼
拝
し
︑
は
や
く
故
郷
に
戻
り
た
い
と
願
う
と
︑
僧
の
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一
人
に
﹁
こ
こ
は
都
を
去
る
こ
と
二
十
余
万
里
だ
が
︑
誠
意
が
あ
れ
ば
は
や
く
戻

れ
な
い
こ
と
は
な
い
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
﹁
有
一
僧
云
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
僧
は
複
数
人
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
﹁
又

見
十
余
石
人
﹂
と
あ
っ
た
石
人
が
﹁
真
人
﹂
の
正
体
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

朱
霊
期
は
﹁
真
人
﹂
に
指
示
さ
れ
た
通
り
︑
一
本
の
青
い
竹
の
杖
を
水
の
中
に

入
れ
︑
目
を
閉
じ
て
静
か
に
座
っ
て
い
た
︒
﹁
唯
聞
舫
従
山
頂
樹
木
上
過
︒
都
不

見
水
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
船
は
山
頂
の
樹
木
の
上
を
飛
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

る
︒
﹁
経
三
日
︑
至
石
頭
淮
而
住
︒
亦
不
復
見
竹
杖
所
在
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

朱
霊
期
た
ち
が
石
頭
淮
に
到
着
す
る
と
︑
帰
国
を
補
助
し
て
く
れ
た
竹
の
杖
は
ど

こ
に
も
見
当
た
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒

こ
こ
で
は
︑
﹁
真
人
﹂
が
一
般
人
で
あ
る
朱
霊
期
た
ち
を
助
け
て
い
た
︒
こ
の

よ
う
に
﹁
真
人
﹂
が
一
般
人
を
助
け
る
こ
と
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書

物
で
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ
た
︒

第
四
節

仙
人

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
仙
人
﹂
は
︑
主
に
出
身

地
が
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
も
と
も
と
人
だ
っ
た
者
に
も
な
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

尸
解
仙
の
よ
う
に
︑
蘇
生
す
る
者
に
も
な
れ
る
の
が
﹁
仙
人
﹂
で
あ
っ
た
た
め
︑

人
間
に
と
っ
て
は
一
度
も
死
な
な
い
﹁
神
人
﹂
や
﹁
真
人
﹂
よ
り
比
較
的
な
る
の

が
簡
単
な
呼
称
だ
と
考
え
て
き
た
︒

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
な

い
﹁
仙
人
﹂
の
み
登
場
し
て
お
り
︑
長
寿
で
あ
っ
た
り
︑
浮
遊
の
超
自
然
現
象
を

起
こ
し
た
り
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
見
ら

れ
る
特
徴
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
仙
人
﹂
か
ら
見

て
い
き
た
い
︒
﹃
漢
武
内
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
﹁
漢
武
帝
﹂
に
は
︑
﹁
王

母
曰
︑
此
子
勤
心
已
久
︑
而
不
遇
良
師
︑
遂
欲
毀
其
正
志
︑
当
疑
天
下
必
無
仙

人
︒
︵
王
母
曰
わ
く
︑
﹁
此
の
子
心
を
勤
め
已
に
久
し
く
し
て
︑
良
師
に
遇
わ
ず
︑
遂
に
其

の
正
志
を
毀
た
ん
と
欲
し
︑
当
に
天
下
必
ず
仙
人
無
し
と
疑
わ
ん
と
す
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ

る(

)

︒
こ
こ
で
は
︑
長
い
間
良
い
師
に
巡
り
あ
わ
な
か
っ
た
武
帝
が
︑
つ
い
に
心
が

32折
れ
て
︑
こ
の
世
に
﹁
仙
人
﹂
が
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
︑
今
に
も
﹁
仙

人
﹂
の
存
在
を
疑
い
そ
う
だ
っ
た
と
西
王
母
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の

﹁
仙
人
﹂
は
︑
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
伎
巧
一
﹁
淫
渕
浦
﹂
で
は
︑
﹁
昔
始
皇
為

塚
︒
歛
天
下
瓌
異
︒
生
殉
工
人
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
先
所
埋
工
匠
於
塚
内
︑
至

被
開
時
皆
不
死
︒
巧
人
於
塚
裏
︑
琢
石
為
竜
鳳
仙
人
之
像
︑
及
作
碑
辞
讚
︒
及
漢

初
発
此
塚
︒
︵
昔
始
皇
塚
を
為
る
︒
天
下
の
瓌
異
を
歛の

ぞ

む
︒
工
人
を
生
殉
す
︒
⁝
⁝
︵
中

略
︶
⁝
⁝
先
に
埋
め
る
所
の
工
匠
塚
裏
に
お
い
て
︑
開
か
る
時
に
至
り
皆
死
せ
ず
︒
巧
人

塚
内
に
お
い
て
︑
石
を
琢み

が

き
竜
鳳
仙
人
の
像
を
為
り
︑
及
び
碑
辞
讚
を
作
る
︒
漢
初
に
及

び
此
の
塚
を
発
く
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒
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こ
こ
で
の
﹁
仙
人
﹂
は
︑
始
皇
帝
の
墓
に
生
き
た
ま
ま
殉
葬
さ
れ
た
工
人
た
ち

が
作
っ
て
い
た
﹁
仙
人
﹂
の
像
で
あ
り
︑
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
工
人
た
ち
は
︑
漢
代
の
初
め
に
始
皇
帝
の
墓
を
開
い
た

時
に
ま
だ
生
き
て
い
た
と
さ
れ
る
が
︑
﹁
仙
人
﹂
に
な
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な

い
一
般
人
で
あ
る
︒

次
に
︑
特
定
の
個
人
を
指
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
仙
人
﹂
を
見
て
い

く
︒
﹃
漢
武
内
伝
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
三
﹁
漢
武
帝
﹂
で
は
︑

帝
閑
居
承
華
殿
︑
東
方
朔
︑
董
仲
君
在
側
︒
忽
見
一
女
子
︑
著
青
衣
︑
美
麗

非
常
︑
帝
愕
然
問
何
人
︒
対
曰
︑
我
墉
宮
玉
女
王
子
登
也
︒
向
為
王
母
所

使
︑
従
崑
崙
山
来
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
言
訖
︑
玉
女
忽
然
不
知
所
在
︒
帝

問
東
方
朔
︑
此
何
人
︒
朔
曰
︑
是
西
王
母
紫
蘭
宮
玉
女
︒
常
伝
使
命
︑
往
来

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
五
九
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扶
桑
︑
出
入
霊
州
︑
交
関
常
陽
︑
伝
言
玄
都
︒
阿
母
昔
出
配
北
燭
仙
人
︑
近

又
召
還
︑
使
領
命
禄
︑
真
霊
官
也
︒

帝
承
華
殿
に
閑
居
し
︑
東
方
朔
︑
董
仲
君
側
に
在
り
︒
忽
ち
一
女
子
︑
青

衣
を
著
︑
美
麗
非
常
な
る
を
見
︑
帝
愕
然
と
し
て
問
う
﹁
何
人
ぞ
﹂
と
︒

対
え
て
曰
わ
く
︑
﹁
我
墉
宮
玉
女
王
子
登
な
り
︒
向
に
王
母
の
使
う
所
と

為
り
︑
崑
崙
山
よ
り
来
た
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
言
訖
り
︑
玉
女

忽
然
と
し
て
在
る
所
を
知
ら
ず
︒
帝
東
方
朔
に
問
う
︑
﹁
此
れ
何
人
ぞ
﹂

と
︒
朔
曰
わ
く
︑
﹁
是
れ
西
王
母
の
紫
蘭
宮
の
玉
女
な
り
︒
常
に
使
命
を

伝
え
︑
扶
桑
を
往
来
し
︑
霊
州
を
出
入
し
︑
常
陽
を
交
関
し
︑
玄
都
に
伝

言
す
︒
阿
母
昔
出
し
て
北
燭
仙
人
に

配
め
あ
わ

せ
︑
近
く
又
た
召
還
し
︑
命
禄

を
領
せ
し
む
︑
真
に
霊
官
な
り
﹂
と
︒

と
あ
る(

)

︒
こ
こ
で
の
﹁
仙
人
﹂
は
︑
北
燭
仙
人
と
い
う
個
人
を
指
し
て
い
る
︒
北

34

燭
仙
人
は
︑
王
子
登
の
夫
と
し
て
名
前
の
み
登
場
し
て
い
る
︒
王
子
登
は
︑
西
王

母
の
紫
蘭
宮
の
玉
女
で
あ
る
︒
﹁
阿
母
昔
出
配
北
燭
仙
人
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

西
王
母
の
す
す
め
で
王
子
登
は
北
燭
仙
人
と
結
婚
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

漢
・
郭
憲
﹃
漢
武
洞
冥
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
神
仙
六
﹁
東
方
朔
﹂
に
は
︑

有
明
茎
草
︒
如
金
灯
︒
折
為
燭
︑
照
見
鬼
物
形
︒
仙
人
寗
封
︑
嘗
以
此
草
然

於
夜
︑
朝
見
腹
内
外
有
光
︒
亦
名
洞
腹
草
︒
帝
剉
此
草
為
蘇
︑
以
塗
明
雲
之

観
︑
夜
坐
此
観
︑
即
不
加
燭
︒
亦
名
照
魅
草
︒
採
以
籍
足
︑
則
入
水
不
沉
︒

明
茎
草
有
り
︒
金
灯
の
如
し
︒
折
り
燭
と
為
し
︑
鬼
物
の
形
を
照
見
す
︒

仙
人
寗
封
︑
嘗
む
る
に
此
の
草
を
以
て
し
夜
に
然
や
し
︑
朝
腹
の
内
外
光

有
る
を
見
る
︒
亦
た
洞
腹
草
と
名
づ
く
︒
帝
此
の
草
を
剉き

り
て
蘇
と
為

し
︑
以
て
明
雲
の
観
に
塗
り
︑
夜
此
の
観
に
坐
せ
ば
︑
即
ち
燭
を
加
え

ず
︒
亦
た
照
魅
草
と
名
づ
く
︒
採
り
以
て
足
に
籍し

け
ば
︑
則
ち
水
に
入
る

も
沉
ま
ず
︒

と
あ
る(

)

︒
こ
こ
で
の
﹁
仙
人
﹂
は
︑
東
方
朔
が
語
っ
た
話
の
中
に
登
場
す
る
寗
封

35

と
い
う
個
人
を
指
し
て
い
る
︒
﹁
仙
人
﹂
で
あ
る
寗
封
は
︑
光
を
放
つ
明
茎
草
を

食
べ
て
夜
に
燃
や
し
︑
朝
に
な
っ
て
腹
中
と
周
囲
が
光
っ
て
い
る
の
を
見
た
︒
明

茎
草
は
︑
足
の
下
に
敷
け
ば
水
に
入
っ
て
も
沈
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒

劉
宋
・
劉
敬
叔
﹃
異
苑
﹄
巻
三(

)

を
引
用
し
て
い
る
畜
獣
七
﹁
鼠
﹂
で
は
︑
﹁
唐

36

鼠
形
如
鼠
︑
稍
長
︑
青
黒
色
︒
腹
辺
有
余
物
如
腸
︒
時
亦
脱
落
︒
亦
名
易
腸
鼠
︒

昔
仙
人
唐
昉
抜
宅
昇
天
︑
鶏
犬
皆
去
︑
唯
鼠
墜
下
︑
不
死
而
腸
出
数
寸
︒
三
年
易

之
︒
俗
呼
為
唐
鼠
︒
城
固
川
中
有
之
︒
︵
唐
鼠
は
形
鼠
の
如
く
︑
稍
長
く
︑
青
黒
色
な

り
︒
腹
辺
余
物
腸
の
如
き
有
り
︒
時
に
亦
た
脱
落
す
︒
亦
た
易
腸
鼠
と
名
づ
く
︒
昔
仙
人

唐
昉
宅
を
抜
き
昇
天
し
︑
鶏
犬
皆
去
り
︑
唯
だ
鼠
墜
下
し
︑
死
せ
ず
し
て
腸
数
寸
出
づ
︒

三
年
に
し
て
之
れ
易
う
︒
俗
に
呼
び
て
唐
鼠
と
為
す
︒
城
固
の
川
中
之
れ
有
り
︒
︶
﹂
と

あ
る(

)

︒

37こ
こ
で
は
︑
﹁
仙
人
﹂
の
唐
昉
が
昇
天
し
た
際
に
鶏
や
犬
は
と
も
に
昇
天
で
き

た
が
︑
鼠
だ
け
は
昇
天
で
き
ず
に
墜
落
し
て
腸
が
数
寸
出
た
︒
そ
の
た
め
︑
城
固

の
川
に
い
る
鼠
は
︑
腹
の
辺
り
に
腸
の
よ
う
な
物
が
あ
り
︑
唐
鼠
や
易
腸
鼠
と
呼

ば
れ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
仙
人
﹂
は
唐
昉
を
指
し
て
お
り
︑
飛
ぶ
と
い
う
超
自
然
現

象
を
起
こ
し
て
い
る
︒

こ
の
唐
昉
は
︑
﹃
神
仙
伝
﹄
の
﹁
李
八
伯
﹂
に
登
場
す
る
唐
公
昉
と
同
一
人
物

で
あ
ろ
う
︒
﹃
神
仙
伝
﹄
﹁
李
八
伯
﹂
に
は
︑
﹁
李
八
伯
者
︑
蜀
人
也
︒
莫
知
其
名
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
知
漢
中
唐
公
昉
求
道
而
不
遇
明
師
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
以

丹
経
一
巻
授
公
昉
︑
公
昉
入
雲
台
山
中
合
丹
︑
丹
成
便
登
仙
去
︒
今
抜
宅
之
処
︑

在
漢
中
也
︒
︵
李
八
伯
は
︑
蜀
の
人
な
り
︒
其
の
名
を
知
る
莫
し
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝

漢
中
の
唐
公
昉
道
を
求
め
て
明
師
に
遇
わ
ざ
る
を
知
る
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
丹
経
一
巻

を
以
て
公
昉
に
授
け
︑
公
昉
雲
台
山
中
に
入
り
合
丹
し
︑
丹
成
り
便
ち
登
仙
し
て
去
る
︒

今
抜
宅
の
処
︑
漢
中
に
在
る
な
り
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒
唐
公
昉
は
︑
李
八
伯
の
試
練
に
合

格
し
た
こ
と
で
︑
丹
経
一
巻
を
授
け
ら
れ
︑
登
仙
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

﹃
神
仙
伝
﹄
で
は
唐
公
昉
は
﹁
仙
人
﹂
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
﹁
今
抜
宅
之

一
六
〇
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処
︑
在
漢
中
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
登
仙
の
仕
方
は
﹃
太
平
広
記
﹄
の
﹁
抜
宅
昇

天
﹂
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
唐
公
昉
が
登
仙
し
た
場
所
は
漢
中
市
で
︑
﹃
太

平
広
記
﹄
の
唐
鼠
が
住
む
城
固
県
は
漢
中
市
に
あ
り
︑
そ
の
点
も
﹃
神
仙
伝
﹄
と

同
じ
で
あ
る
︒

『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
禽
鳥
二
﹁
沉
鳴
鶏
﹂
に
は
︑
﹁
建
安
三

年
︑
胥
図
国
献
沉
鳴
石
鶏
︒
色
如
丹
︑
大
如
燕
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
道
師
云
︑

昔
仙
人
桐
君
採
石
︑
入
穴
数
里
︑
得
丹
石
鶏
︑
舂
砕
為
薬
︒
服
者
令
人
有
声
気
︑

後
天
而
死
︒
︵
建
安
三
年
︑
胥
図
国
沉
鳴
石
鶏
を
献
ず
︒
色
丹
の
如
く
︑
大
き
さ
燕
の
如

し
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
道
師
云
う
︑
﹁
昔
仙
人
桐
君
石
を
採
り
︑
穴
に
入
る
こ
と
数
里
︑

丹
石
鶏
を
得
︑
舂
砕
し
薬
を
為
る
︒
服
す
る
者
人
を
し
て
声
気
有た

も

た
し
め
︑
後
天
に
し
て

死
す
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る(

)

︒
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こ
こ
で
の
﹁
仙
人
﹂
は
︑
桐
君
を
指
し
て
い
る
︒
桐
君
は
﹃
隋
書
﹄
経
籍
志
子

部
医
方
に
﹁
﹃
桐
君
薬
録
﹄
三
巻
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
も
薬
と
と
も
に

登
場
し
て
い
る
︒

｢
仙
人
﹂
の
桐
君
は
石
を
と
る
た
め
に
穴
に
数
里
入
っ
て
丹
石
鶏
を
得
︑
砕
い

て
薬
を
作
っ
た
︒
そ
の
薬
を
服
用
し
た
者
は
人
に
気
を
保
た
せ
る
こ
と
が
で
き
︑

自
然
の
め
ぐ
り
よ
り
遅
れ
て
死
ん
だ
︒
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
薬
の
効
果
は
︑

長
寿
の
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
仙
人
﹂
が
長
寿
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
す
の
は
︑
そ
の

他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
と
同
じ
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
に
登
場
す
る
﹁
神
仙
﹂
は
︑
主

に
特
定
の
個
人
を
指
さ
な
い
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
特
徴
は
︑
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
﹁
神
仙
﹂

は
﹁
神
人
﹂
を
包
括
す
る
呼
称
と
し
て
登
場
し
て
お
り
︑
﹁
神
仙
﹂
と
﹁
真
人
﹂

は
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
特
徴
も
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代

ま
で
の
書
物
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒

｢
神
人
﹂
は
︑
﹁
神
仙
﹂
と
違
っ
て
特
定
の
個
人
を
指
し
て
お
り
︑
主
に
出
身
地

が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
浮
遊
し
た
り
︑
見
た
目
が
異
形
な
者
も
お
り
︑
も
と
も
と

人
だ
っ
た
者
が
な
れ
る
呼
称
で
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真

人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
で
は
な
い
一
般
人
が
︑
出
身
地
の
明
記
さ
れ
て
い
る
人
間
を
﹁
神

人
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
特
徴
も
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時

代
ま
で
の
書
物
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒
一
般
人
に
﹁
神
人
﹂
と
呼
ば
れ
た
者
の
中
に

は
︑
一
般
人
を
助
け
る
者
や
︑
死
ぬ
﹁
神
人
﹂
が
い
た
︒
死
ぬ
﹁
神
人
﹂
は
﹃
高

僧
伝
﹄
に
の
み
登
場
し
て
お
り
︑
仏
図
澄
は
自
身
に
対
し
て
蘇
生
の
超
自
然
現
象

を
起
こ
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
見
ら
れ
な
い

﹁
神
人
﹂
の
特
徴
で
あ
っ
た
︒
﹃
冥
祥
記
﹄
を
引
用
し
て
い
る
再
生
三
﹁
趙
泰
﹂
で

は
︑
﹁
神
人
﹂
と
さ
れ
る
釈
迦
が
泰
山
府
君
よ
り
地
位
が
高
く
見
え
る
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
仏
教
が
神
仙
思
想
を
取
り
込
む
過
程
で
︑
蘇
生
す

る
特
徴
を
持
つ
﹁
神
人
﹂
を
新
た
に
作
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
﹁
神

人
﹂
に
天
仙
・
地
仙
・
尸
解
仙
の
中
で
最
も
地
位
の
低
い
尸
解
仙
の
死
ぬ
特
徴
を

持
た
せ
た
こ
と
は
︑
﹁
神
人
﹂
の
地
位
を
低
下
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

｢
真
人
﹂
は
︑
主
に
特
定
の
個
人
を
指
し
て
お
り
︑
一
般
人
を
助
け
る
場
合
が

あ
っ
た
︒
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
真
人
﹂
は
︑
﹁
仙
人
﹂
ほ
ど
多
く
な

い
が
出
身
地
の
明
記
さ
れ
る
者
も
い
た
︒
第
二
節
﹁
神
人
﹂
で
取
り
上
げ
た
﹃
幽

明
録
﹄
を
引
用
し
て
い
る
報
応
八
法
華
経
﹁
趙
泰
﹂
で
は
︑
仏
が
﹁
真
人
﹂
や
泰

山
府
君
よ
り
地
位
が
高
く
見
え
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
︒
﹁
真
人
﹂
を
従
え
る

者
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑

こ
れ
ま
で
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
の
中
で
最
も
地
位
が
高
い
の

は
﹁
真
人
﹂
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
︒
そ
の
点
か
ら
も
︑
仏
の
地
位
は
高
く

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
六
一
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見
え
た
︒

｢
仙
人
﹂
は
︑
主
に
特
定
の
個
人
を
指
し
て
お
り
︑
長
寿
や
浮
遊
の
超
自
然
現

象
を
起
こ
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
他
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
で
も
見
ら
れ

る
特
徴
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
﹃
太
平
広
記
﹄
の
中
の
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
に
登
場
す
る

﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像
と
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
六
朝

時
代
ま
で
の
﹁
神
仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
像
と
は
︑
主
に
変
化
が
な

か
っ
た
︒
し
か
し
︑
仏
教
関
係
の
登
場
人
物
︵
神
人
︶
が
起
こ
し
た
超
自
然
現
象

は
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
朝
時
代
ま
で
の
書
物
の
中
の
﹁
神
人
﹂
の
特
徴
と
異

な
っ
て
い
た
︒

注(

)
｢
超
自
然
現
象
﹂
を
人
の
力
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
も
の
と
日
常
生
活
的
な
怪
事
と
を
合

1

わ
せ
た
︑
自
然
界
の
法
則
を
超
え
た
現
象
と
定
義
し
た
︒

(

)
『
漢
書
﹄
芸
文
志
に
書
名
が
見
ら
れ
る
も
の
︑
ま
た
は
﹃
隋
書
﹄
経
籍
志
に
漢
代
以
前
の

2

著
者
の
名
で
著
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
︑
現
存
し
て
い
る
書
物
︵
﹃
尚
書
﹄
︑
﹃
春
秋

左
伝
﹄
︑
董
仲
舒
﹃
春
秋
繁
露
﹄
︑
﹃
春
秋
穀
梁
伝
﹄
︑
許
慎
﹃
説
文
解
字
﹄
︑
﹃
国
語
﹄
︑
司

馬
遷
﹃
史
記
﹄
︑
班
固
﹃
漢
書
﹄
︑
班
固
﹃
東
観
漢
記
﹄
︑
荀
悦
﹃
前
漢
紀
﹄
︑
﹃
逸
周
書
﹄
︑

﹃
穆
天
子
伝
﹄
︑
劉
歆
﹃
西
京
雑
記
﹄
︑
﹃
列
仙
伝
﹄
︑
﹃
洞
冥
記
﹄
︑
﹃
山
海
経
﹄
︑
﹃
晏
子
春

秋
﹄
︑
陸
賈
﹃
新
語
﹄
︑
桓
寛
﹃
塩
鉄
論
﹄
︑
劉
向
﹃
新
序
﹄
︑
劉
向
﹃
説
苑
﹄
︑
揚
雄
﹃
揚

子
法
言
﹄
︑
王
符
﹃
潜
夫
論
﹄
︑
荀
悦
﹃
申
鑑
﹄
︑
﹃
老
子
河
上
公
章
句
﹄
︑
﹃
鶡
冠
子
﹄
︑

﹃
列
子
﹄
︑
﹃
荘
子
﹄
︑
鄧
析
﹃
鄧
析
子
﹄
︑
﹃
墨
子
﹄
︑
﹃
鬼
谷
子
﹄
︑
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
︑
劉
安

﹃
淮
南
子
﹄
︑
王
充
﹃
論
衡
﹄
︑
応
劭
﹃
風
俗
通
義
﹄
︑
焦
延
寿
﹃
焦
氏
易
林
﹄
︑
﹃
黄
帝
内

経
﹄
︑
﹃
楚
辞
﹄
︑
蔡
邕
﹃
蔡
中
郎
集
﹄
︶
︒

(

)
姚
聖
良
﹁
史
伝
体
例

寓
言
筆
法
︱
︱
﹃
列
仙
伝
﹄
﹃
神
仙
伝
﹄
敘
事
模
式
探
析
﹂
︵
﹃
阜

3

陽
師
範
学
院
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶
﹄
総
第
一
二
八
︑
二
〇
〇
九
年
第
二
期
︶

(

)
『
隋
書
﹄
経
籍
志
に
六
朝
時
代
の
著
者
の
名
で
著
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
︑
現
存
し

4

て
い
る
書
物
︵
范
曄
﹃
後
漢
書
﹄
︑
陳
寿
﹃
三
国
志
﹄
︑
沈
約
﹃
宋
書
﹄
︑
皇
甫
謐
﹃
高
士

伝
﹄
︑
葛
洪
﹃
神
仙
伝
﹄
︑
劉
敬
叔
﹃
異
苑
﹄
︑
干
宝
﹃
捜
神
記
﹄
︑
酈
道
元
﹃
水
経
注
﹄
︑

葛
洪
﹃
抱
朴
子
﹄
︑
蕭
繹
﹃
金
楼
子
﹄
︑
劉
義
慶
﹃
世
説
新
語
﹄
︶
︒

(

)
守
山
閣
叢
書
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
新
編
漢
魏
叢
書

漢
武
内
伝
﹄
第
二
冊
︵
鷺
江

5

出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

(

)
『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
は
︑
前
秦
の
方
士
で
あ
る
王
嘉
が
撰
し
た
﹃
拾
遺
録
﹄
を
南
朝
梁
の

6

蕭
綺
が
補
っ
て
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
︒
﹃
隋
書
﹄
経
籍
志
に
﹃
拾
遺
録
﹄
は
﹁
偽
秦
姚

萇
方
士
王
子
年
撰
︒
﹂
と
あ
っ
た
︒

(

)
漢
魏
叢
書
本
﹃
王
子
年
拾
遺
記
﹄
︵
上
海
涵
芬
楼
︑
一
九
二
五
年
︶
の
巻
四
﹁
燕
昭
王
﹂

7

に
同
文
が
あ
っ
た
︒

(

)
古
今
逸
史
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
新
編
漢
魏
叢
書

西
京
雑
記
﹄
第
二
冊
︵
鷺
江
出

8

版
社
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

(

)
拙
稿
﹁
﹃
神
仙
伝
﹄
と
六
朝
時
代
ま
で
の
神
仙
・
神
人
・
真
人
・
仙
人
像
の
対
比
︱
︱
超

9

自
然
現
象
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
︵
﹃
学
林
﹄
七
五
号
︑
中
国
芸
文
研
究
会
︑
二
〇
二
二

年
一
二
月
︶
を
参
照
︒

(

)
『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
巻
四
﹁
燕
昭
王
﹂
に
は
︑
﹁
七
年
︑
沐
胥
之
国
来
朝
︑
則
申
毒
国
之

10

一
名
也
︒
有
道
術
人
名
尸
羅
︒
問
其
年
︑
云
︑
百
三
十
歳
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
善
衒

惑
之
術
︒
於
其
指
端
出
浮
屠
十
層
︑
高
三
尺
︑
乃
諸
天
神
仙
︑
巧
麗
特
絶
人
皆
長
五
六

分
︒
列
幢
蓋
鼓
舞
︑
繞
塔
而
行
︒
歌
唱
之
音
如
真
人
矣
︒
︵
七
年
︑
沐
胥
の
国
来
朝
し
︑

則
ち
申
毒
国
の
一
名
な
り
︒
道
術
有
る
人
名
は
尸
羅
︒
其
の
年
を
問
え
ば
︑
云
う
︑
﹁
百

三
十
歳
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
衒
惑
の
術
を
善
く
す
︒
其
の
指
端
に
お
い
て
浮
屠

十
層
︑
高
さ
三
尺
を
出
し
︑
乃
ち
諸
れ
天
の
神
仙
︑
巧
麗
特
絶
に
し
て
人
皆
長
五
六
分
︒

幢
蓋
を
列
ね
鼓
舞
し
︑
塔
を
繞
り
て
行
く
︒
歌
唱
の
音
真
人
の
如
し
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
清
代
の
琳
瑯
秘
室
叢
書
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
幽
明
録
﹄
百
部
叢
書
集
成
初
編
︵
芸

11

文
印
書
館
︑
一
九
六
四
年
︶
に
は
︑
﹁
趙
泰
字
文
和
︑
清
河
貝
丘
人
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
見
大
殿
︑
珍
宝
耀
日
︑
堂
前
有
二
師
子
併
伏
︑
象
一
金
玉
牀
︒
云
名
師
子
之
坐
︒

見
一
人
︑
身
可
長
丈
六
︑
姿
顔
金
色
︑
項
有
日
光
︑
坐
此
牀
上
︒
沙
門
立
侍
甚
衆
︑
四

坐
名
真
人
菩
薩
︒
見
泰
山
府
君
来
作
礼
︒
泰
問
吏
︑
何
人
︒
吏
曰
︑
此
名
仏
︑
天
上
天

下
度
人
之
師
︒
︵
趙
泰
字
は
文
和
︑
清
河
貝
丘
の
人
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
大
殿
︑

珍
宝
日
に
耀
く
を
見
︑
堂
前
二
師
子
併
び
に
伏
し
︑
一
金
玉
牀
を
象
る
有
り
︒
云
う
名

は
師
子
の
坐
︒
一
人
︑
身
は
長
丈
六
可
り
︑
姿
顔
金
色
︑
項
日
光
有
り
︑
此
の
牀
上
に

坐
す
を
見
る
︒
沙
門
立
ち
侍
る
こ
と
甚
だ
衆
く
︑
四
坐
名
真
人
菩
薩
︒
泰
山
府
君
来
た

り
礼
を
作
す
を
見
る
︒
泰
吏
に
問
う
︑
﹁
何
人
か
﹂
と
︒
吏
曰
わ
く
︑
﹁
此
れ
名
は
仏
︑

天
上
天
下
の
人
を
度
す
の
師
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
『
幽
明
録
﹄
を
引
用
し
て
い
る
徴
応
三
人
臣
休
徴
﹁
袁
安
﹂
で
は
︑
﹁
神
人
﹂
が
﹁
神

12

仙
﹂
・
﹁
神
人
﹂
・
﹁
真
人
﹂
・
﹁
仙
人
﹂
と
呼
称
さ
れ
な
い
一
般
人
を
手
助
け
し
て
い
た
︒

し
か
し
︑
清
代
の
琳
瑯
秘
室
叢
書
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
幽
明
録
﹄
百
部
叢
書
集
成

初
編
で
は
以
下
の
文
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
考
察
対
象
か
ら
除
い
た
︒
﹁
袁
安
父

亡
︒
母
使
安
以
鶏
酒
詣
卜
者
︒
問
葬
地
︒
道
逢
三
書
生
︑
問
安
何
之
︑
具
以
告
︒
書
生

一
六
二
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曰
︑
吾
知
好
葬
地
︒
安
以
鶏
酒
礼
之
︒
畢
︑
告
安
地
処
︑
云
当
葬
此
地
︑
世
為
貴
公
︒

便
与
別
︑
数
歩
顧
視
︑
皆
不
見
︒
安
疑
是
神
人
︑
因
葬
其
地
︒
遂
登
司
徒
︑
子
孫
昌
盛
︑

四
世
五
公
︒
︵
袁
安
父
亡
す
︒
母
安
を
し
て
鶏
酒
を
以
て
卜
者
に
詣
ら
し
む
︒
葬
地
を
問

う
︒
道
に
三
書
生
に
逢
い
︑
安
に
問
う
﹁
之
れ
何
ぞ
や
﹂
と
︒
具
に
以
て
告
ぐ
︒
書
生

曰
わ
く
﹁
吾
好
き
葬
地
を
知
る
﹂
と
︒
安
鶏
酒
を
以
て
之
に
礼
す
︒
畢
わ
り
︑
安
に
告

ぐ
る
地
処
︑
云
う
﹁
当
に
此
の
地
に
葬
ら
ば
︑
世
貴
公
の
為
な
る
べ
し
﹂
と
︒
便
ち
与

に
別
れ
︑
数
歩
し
顧
視
す
れ
ば
︑
皆
な
見
え
ず
︒
安
是
の
神
人
な
る
を
疑
い
︑
因
っ
て

其
の
地
に
葬
る
︒
遂
に
司
徒
に
登
り
︑
子
孫
昌
盛
し
︑
四
世
五
公
な
り
︒
︶
﹂
こ
こ
で
は
︑

﹁
神
人
﹂
が
一
般
人
を
助
け
て
い
る
︒
袁
安
は
父
親
が
死
ん
で
︑
埋
葬
す
る
土
地
を
探
し

て
い
た
と
こ
ろ
︑
道
で
三
人
の
書
生
と
出
会
う
︒
書
生
に
聞
か
れ
た
た
め
事
情
を
話
す

と
︑
書
生
は
よ
い
埋
葬
場
所
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
︒
そ
こ
で
︑
袁
安
は
鶏
酒
を
書
生

に
振
る
舞
っ
た
︒
す
る
と
︑
書
生
は
袁
安
に
埋
葬
地
を
教
え
︑
こ
の
世
は
あ
な
た
の
も

の
だ
と
予
言
し
た
︒
袁
安
は
書
生
と
別
れ
て
数
歩
行
っ
て
振
り
返
る
と
︑
三
人
の
書
生

の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
︒
書
生
た
ち
は
﹁
神
人
﹂
で
は
な
い
か
と
袁
安
は
思
い
︑
教
え

て
も
ら
っ
た
土
地
に
父
親
を
埋
葬
し
た
︒
そ
の
後
︑
袁
安
は
出
世
し
て
司
徒
に
な
り
︑

子
孫
も
繁
栄
し
た
︒
こ
こ
で
の
︑
﹁
神
人
﹂
は
予
言
の
超
自
然
現
象
を
起
こ
し
て
お
り
︑

一
般
人
を
助
け
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
便
与
別
︑
数
歩
顧
視
︑
皆
不
見
﹂
の
よ
う
に
︑
姿
が

消
え
る
超
自
然
現
象
も
起
こ
し
て
い
た
︒

(

)
『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
巻
二
﹁
殷
湯
﹂
で
は
︑
﹁
紂
之
昏
乱
︑
欲
討
諸
侯
︑
使
飛
廉
︑
悪
来

13

誅
戮
賢
良
︑
取
其
宝
器
︑
埋
於
瓊
台
之
下
︒
使
飛
廉
等
或
所
近
之
国
︑
侯
服
之
内
︑
使

烽
燧
相
続
︒
紂
登
台
以
望
火
之
所
在
︒
乃
興
師
往
伐
其
国
︒
殺
其
君
︑
囚
其
民
︑
収
其

女
楽
︑
肆
其
淫
虐
︒
神
人
憤
怨
︑
時
有
朱
鳥
銜
火
︑
如
星
之
照
耀
︑
乱
以
烽
燧
之
光
︒

紂
乃
回
惑
︒
使
諸
国
滅
其
烽
燧
︒
於
是
億
兆
夷
民
乃
歓
万
国
已
静
︑
及
武
王
伐
紂
︒
︵
紂

の
昏
乱
︑
諸
侯
を
討
た
ん
と
欲
し
︑
飛
廉
・
悪
来
を
し
て
賢
良
を
誅
戮
し
︑
其
の
宝
器

を
取
り
︑
瓊
台
の
下
に
埋
む
︒
飛
廉
等
を
し
て
近
き
所
の
国
︑
侯
服
の
内
に
或
ら
し
め
︑

烽
燧
を
し
て
相
続
せ
し
む
︒
紂
台
に
登
り
以
て
火
の
在
る
所
を
望
む
︒
乃
ち
師
を
興
し

往
き
其
の
国
を
伐
つ
︒
其
の
君
を
殺
し
︑
其
の
民
を
囚
え
︑
其
の
女
楽
を
収
め
︑
其
の

淫
虐
を
肆
す
︒
神
人
憤
怨
し
︑
時
に
朱
鳥
火
を
銜
む
有
り
︑
星
の
照
耀
の
如
く
︑
乱
す

に
烽
燧
の
光
を
以
っ
て
す
︒
紂
乃
ち
回
惑
す
︒
諸
国
を
し
て
其
の
烽
燧
を
滅
せ
し
む
︒

是
に
於
い
て
億
兆
の
夷
民
乃
ち
歓
び
万
国
已
に
静
ま
り
︑
武
王
紂
を
伐
つ
に
及
ぶ
︒
︶
﹂

と
あ
る
︒

(

)
『
幽
明
録
﹄
に
は
︑
﹁
安
侯
世
高
者
︑
安
息
国
王
子
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
値
乱
︑
有
一

14

人
逢
高
︑
唾
手
抜
刀
曰
︑
真
得
汝
矣
︒
高
大
笑
曰
︑
我
宿
命
負
対
︑
故
遠
来
相
償
︒
遂

殺
之
︒
有
一
少
年
云
︑
此
遠
国
異
人
︑
而
能
作
吾
国
言
︑
受
害
無
難
色
︑
将
是
神
人
乎
︒

衆
皆
駭
笑
︒
︵
安
侯
世
高
は
︑
安
息
国
の
王
子
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
乱
に
値
い
︑

一
人
の
高
に
逢
う
有
り
︑
唾
き
て
手
刀
を
抜
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
真
に
汝
を
得
﹂
と
︒
高
は

大
笑
し
て
曰
わ
く
︑
﹁
我
宿
命
対
う
る
に
負
き
︑
故
に
遠
く
来
り
て
相
い
償
う
﹂
と
︒
遂

に
之
れ
を
殺
す
︒
一
少
年
有
り
云
う
︑
﹁
此
の
遠
国
の
異
人
︑
而
し
て
能
く
吾
国
言
を
作

し
︑
害
を
受
け
難
色
無
し
︑
将
た
是
れ
神
人
な
る
か
﹂
と
︒
衆
皆
駭
き
笑
う
︒
︶
﹂
と

あ
っ
た
︒

(

)
清
・
孫
星
衍
平
津
館
校
刊
本
を
底
本
と
し
て
い
る
王
明
﹃
抱
朴
子
内
篇
校
釈
﹄
︵
中
華
書

15

局
︑
一
九
八
五
年
︶
を
用
い
た
︒

(

)
『
高
僧
伝
﹄
は
︑
元
代
の
普
寧
蔵
本
︑
明
代
の
永
楽
南
蔵
本
︑
明
代
の
嘉
興
蔵
本
︑
清
代

16

の
乾
隆
大
蔵
本
︑
大
正
蔵
本
︑
金
陵
刻
経
処
本
を
参
考
に
し
て
い
る
富
世
平
校
点
﹃
高

僧
伝
﹄
︵
中
華
書
局
︑
二
〇
二
三
年
︶
を
底
本
と
し
て
用
い
た
︒
﹃
高
僧
伝
﹄
巻
五
義
解

二
﹁
晋
長
安
五
級
寺
釈
道
安
﹂
に
は
︑
﹁
至
鄴
︑
入
中
寺
︑
遇
仏
図
澄
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
因
事
澄
為
師
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
安
与
弟
子
恵
遠
等
四
百
余
人
渡
河
︒
夜
行
値

雷
雨
︑
乗
電
光
而
進
︒
前
行
得
人
家
︑
見
門
裏
有
二
馬
柳
︑
之
間
懸
一
馬
篼
︑
可
容
一

斛
︒
安
便
呼
林
伯
升
︒
主
人
驚
出
︑
果
姓
林
名
伯
升
︒
謂
是
神
人
︒
厚
相
賞
接
︒
既
而

弟
子
問
︑
何
以
知
其
姓
字
︒
安
曰
︑
両
木
為
林
︑
篼
容
伯
升
也
︒
︵
鄴
に
至
り
︑
中
寺
に

入
り
︑
仏
図
澄
に
遇
う
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
因
り
て
澄
に
事
え
師
と
為
す
︒
⁝
⁝

︵
中
略
︶
⁝
⁝
安
弟
子
恵
遠
等
四
百
余
人
と
河
に
渡
る
︒
夜
行
き
雷
雨
に
値
い
︑
電
光
に

乗
じ
て
進
む
︒
前
み
行
き
人
家
を
得
︑
門
裏
二
馬
柳
有
り
︑
之
れ
間
に
一
馬
篼
を
懸
け
︑

一
斛
を
容
る
べ
き
を
見
る
︒
安
便
ち
林
伯
升
を
呼
ぶ
︒
主
人
驚
き
出
で
︑
果
た
し
て
姓

は
林
名
は
伯
升
︒
謂
え
ら
く
﹁
是
れ
神
人
な
り
﹂
と
︒
厚
く
相
い
賞
び
接
す
︒
既
に
し

て
弟
子
問
う
︑
﹁
何
を
以
て
其
の
姓
字
を
知
る
﹂
と
︒
安
曰
わ
く
︑
﹁
両
木
は
林
に
為
り
︑

篼
は
伯
升
を
容
る
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

17
(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
至
其
年
二
月
八
日
忽
告
衆
曰
︑
吾
当
去
矣
︒
是
日
斎

18

畢
︑
無
疾
而
卒
︒
︵
其
の
年
二
月
八
日
に
至
り
忽
ち
衆
に
告
げ
て
曰
わ
く
︑
﹁
吾
当
に
去

る
べ
し
﹂
と
︒
是
の
日
斎
畢
り
︑
疾
無
く
し
て
卒
す
︒
︶
﹂
と
あ
っ
た
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
巻
九
神
異
上
﹁
晋
鄴
中
竺
仏
図
澄
﹂
に
は
︑
﹁
石
虎
有
子
名

19

斌
︑
後
勒
為
子
︑
勒
愛
之
甚
重
︒
忽
暴
病
而
亡
︒
已
渉
二
日
︒
勒
曰
︑
朕
聞
虢
太
子
死
︑

扁
鵲
能
生
︒
大
和
尚
国
中
之
神
人
︒
可
急
往
告
︒
必
能
致
福
︒
澄
迺
取
楊
枝
呪
之
︒
須

臾
能
起
︑
有
頃
平
復
︒
︵
石
虎
子
有
り
名
は
斌
︑
後
に
勒
子
と
為
し
︑
勒
之
を
愛
す
る
こ

と
甚
だ
重
し
︒
忽
ち
暴
き
病
に
し
て
亡
す
︒
已
に
二
日
に
渉
る
︒
勒
曰
わ
く
︑
﹁
朕
聞
く

虢
の
太
子
死
し
︑
扁
鵲
能
く
生
か
す
と
︒
大
和
尚
は
国
中
の
神
人
な
り
︒
急
ぎ
往
き
告

ぐ
べ
し
︒
必
ず
能
く
福
を
致
さ
ん
﹂
と
︒
澄
迺
ち
楊
枝
を
取
り
之
を
呪
る
︒
須
臾
に
し

て
能
く
起
ち
︑
頃
く
有
り
平
復
す
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

20

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
六
三
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(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

21
(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
後
郭
黒
略
︑
将
兵
征
長
安
北
羌
︑
堕
羌
伏
中
︒
時
澄

22

在
堂
上
坐
︑
弟
子
法
常
在
側
︑
澄
惨
然
改
容
曰
︑
郭
公
今
厄
︒
唱
云
︑
衆
僧
呪
願
︒
澄

又
自
呪
願
︒
須
臾
更
曰
︑
若
東
南
出
者
活
︑
余
向
則
困
︒
復
更
呪
願
︒
有
頃
曰
︑
脱
矣
︒

後
月
余
日
︑
黒
略
還
自
説
︑
堕
羌
囲
中
東
南
走
︒
馬
乏
︑
正
遇
帳
下
人
推
馬
与
之
︑
曰
︑

公
乗
此
馬
︑
小
人
乗
公
馬
︒
済
与
不
済
︑
任
命
也
︒
略
得
其
馬
︑
故
獲
免
︒
推
検
日
時
︑

正
是
澄
呪
願
時
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
嘗
遣
弟
子
向
西
域
市
香
︒
既
行
︒
澄
告
余

弟
子
曰
︑
掌
中
見
買
香
弟
子
在
某
処
被
賊
垂
死
︒
因
焼
香
呪
願
︑
遥
救
護
之
︒
弟
子
後

還
云
︑
某
月
某
日
於
某
処
︒
為
賊
所
劫
︒
垂
当
見
殺
︑
忽
聞
香
気
︒
賊
無
故
自
驚
曰
︑

救
兵
已
至
︒
棄
之
而
走
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
常
与
虎
共
昇
中
台
︑
澄
忽
驚
曰
︑
変
︑

変
︑
幽
州
当
火
災
︒
仍
取
酒
灑
之
︒
久
而
笑
曰
︑
救
已
得
矣
︒
虎
遣
験
幽
州
︒
云
︑
爾

日
火
従
四
門
起
︑
西
南
有
黒
雲
来
︑
驟
雨
滅
之
︒
雨
亦
頗
有
酒
気
︒
︵
後
に
郭
黒
略
︑
兵

を
将
い
長
安
北
の
羌
を
征
し
︑
羌
伏
中
に
堕
つ
︒
時
に
澄
堂
に
在
り
上
に
坐
し
︑
弟
子

法
常
側
に
在
り
︒
澄
惨
然
と
し
て
容
を
改
め
て
曰
わ
く
︑
﹁
郭
公
今
厄
し
む
﹂
と
︒
唱
え

て
云
う
︑
﹁
僧
を
衆
く
し
呪
願
せ
よ
﹂
と
︒
澄
又
た
自
ら
呪
願
す
︒
須
臾
更
に
曰
わ
く
︑

﹁
東
南
に
出
づ
る
が
若
き
者
は
活
し
︑
余
向
か
え
ば
則
ち
困
し
む
﹂
と
︒
復
た
更
に
呪
願

す
︒
頃
く
有
り
て
曰
わ
く
︑
﹁
脱
す
﹂
と
︒
後
月
余
日
︑
黒
略
還
り
自
ら
説
く
︑
﹁
羌
の

囲
い
に
堕
ち
東
南
に
走
る
︒
馬
乏
れ
︑
正
に
帳
下
の
人
に
遇
い
馬
を
推
し
之
に
与
え
︑

曰
わ
く
︑
﹁
公
此
の
馬
に
乗
り
︑
小
人
公
の
馬
に
乗
る
︒
済
る
と
済
ら
ざ
る
と
は
︑
命
に

任
す
な
り
﹂
と
︒
略
其
の
馬
を
得
︑
故
に
獲
免
る
﹂
と
︒
推
し
て
日
時
を
検
せ
ば
︑
正

に
是
れ
澄
の
呪
願
の
時
な
り
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
嘗
て
弟
子
を
し
て
西
域
に
香
を

市
わ
し
む
︒
既
に
行
く
︒
澄
余
り
の
弟
子
に
告
げ
て
曰
わ
く
︑
﹁
掌
中
に
香
を
買
う
弟

子
︑
某
処
に
在
り
賊
な
わ
れ
死
に
垂
ん
と
す
る
を
見
る
﹂
と
︒
因
り
て
香
を
焼
き
呪
願

し
︑
遥
か
に
之
を
救
護
す
︒
弟
子
後
に
還
り
云
う
︑
﹁
某
月
某
日
某
処
に
お
い
て
︒
賊
の

劫
か
す
所
と
為
り
︑
垂
ん
と
し
て
当
に
殺
さ
れ
ん
と
し
︑
忽
ち
香
気
を
聞
く
︒
賊
故
無

く
自
ら
驚
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
救
兵
已
に
至
る
﹂
と
︒
之
れ
を
棄
て
て
走
る
﹂
と
︒
⁝
⁝

︵
中
略
︶
⁝
⁝
澄
常
に
虎
と
共
に
中
台
に
昇
り
︑
澄
忽
ち
驚
き
て
曰
わ
く
︑
﹁
変
︑
変
︑

幽
州
当
に
火
災
あ
る
べ
し
﹂
と
︒
仍
て
酒
を
取
り
之
に
灑
ぐ
︒
久
し
く
し
て
笑
い
て
曰

わ
く
︑
﹁
救
い
已
に
得
﹂
と
︒
虎
遣
い
し
て
幽
州
を
験
さ
し
む
︒
云
う
︑
﹁
爾
の
日
火
四

門
よ
り
起
き
︑
西
南
に
黒
雲
有
り
来
た
り
︑
驟
雨
之
れ
を
滅
す
︒
雨
亦
た
頗
る
酒
気
有

り
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
清
代
の
王
謨
輯
の
増
訂
漢
魏
叢
書
本
﹃
神
仙
伝
﹄
や
宋
代
の
張
君
房
輯
の
道
蔵
本
﹃
雲

23

笈
七
籤
﹄
︑
唐
・
宋
の
類
書
が
引
く
﹃
神
仙
伝
﹄
の
条
文
を
四
庫
全
書
本
と
校
勘
し
て
い

る
胡
守
為
﹃
神
仙
伝
校
釈
﹄
︵
中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
年
︶
を
底
本
と
し
て
用
い
た
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
召
澄
問
曰
︑
仏
道
有
何
霊
験
︒
澄
知
勒
不
達
深
理
︑

24

正
可
以
道
術
為
徴
︑
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
即
取
応
器
盛
水
︑
焼
香
呪
之
︒
須
臾
生
青
蓮

華
︑
光
色
曜
目
︒
勒
由
此
信
伏
︒
︵
澄
を
召
し
て
問
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
仏
道
何
の
霊
験
有

り
や
﹂
と
︒
澄
勒
の
深
理
に
達
せ
ざ
る
を
知
り
︑
正
に
道
術
を
以
て
徴
を
為
す
べ
く
︑

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
即
ち
器
を
取
り
応
に
水
を
盛
り
︑
香
を
焼
き
之
れ
を
呪
る
べ
し
︒

須
臾
青
蓮
華
︑
光
色
目
に
曜
く
を
生
ず
︒
勒
此
れ
に
よ
り
信
伏
す
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
澄
左
乳
傍
先
有
一
孔
︒
囲
四
五
寸
︑
通
徹
腹
内
︒
有
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時
腸
従
中
出
︑
或
以
絮
塞
孔
︒
夜
欲
読
書
︑
輒
抜
絮
︑
則
一
室
洞
明
︒
又
斎
日
輒
至
水

辺
︑
引
腸
洗
之
︑
還
復
内
中
︒
︵
澄
左
乳
の
傍
に
先
ず
一
孔
有
り
︒
囲
四
五
寸
︑
腹
内
に

通
徹
す
︒
時
に
腸
中
よ
り
出
だ
す
有
り
︑
或
は
絮
を
以
て
孔
を
塞
ぐ
︒
夜
に
書
を
読
ま

ん
と
欲
し
︑
輒
ち
絮
を
抜
け
ば
︑
則
ち
一
室
洞
明
す
︒
又
た
斎
日
に
輒
ち
水
辺
に
至
り
︑

腸
を
引
き
之
れ
を
洗
い
︑
還
ち
復
た
中
に
内
む
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
勒
自
葛
陂
還
河
北
︑
過
枋
頭
︑
人
夜
欲
斫
営
︒
澄
語
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黒
略
曰
︑
須
臾
賊
至
︑
可
令
公
知
︒
果
如
其
言
︒
有
備
故
不
敗
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝

至
建
平
四
年
四
月
︑
天
静
無
風
︑
而
塔
上
一
鈴
独
鳴
︒
澄
謂
衆
曰
︑
鈴
音
云
︑
国
有
大

喪
︒
不
出
今
年
矣
︒
是
歳
七
月
勒
死
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
嘗
昼
寝
︒
夢
見
群
羊
負

魚
︑
従
東
北
来
︒
寤
以
訪
澄
︑
澄
曰
︑
不
祥
也
︒
鮮
卑
其
有
中
原
乎
︒
慕
容
氏
後
果
都

之
︒
︵
勒
葛
陂
よ
り
河
北
に
還
り
︑
枋
頭
を
過
ぎ
︑
人
夜
に
営
を
斫
ら
ん
と
欲
す
︒
澄
黒

略
に
語
り
て
曰
わ
く
︑
﹁
須
臾
に
し
て
賊
至
る
︒
公
に
知
ら
し
む
べ
し
﹂
と
︒
果
た
し
て

其
の
言
の
如
し
︒
備
え
有
り
故
に
敗
れ
ず
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
建
平
四
年
四
月
に
至

り
︑
天
静
ま
り
風
無
く
︑
而
れ
ど
も
塔
上
の
一
鈴
独
り
鳴
る
︒
澄
衆
に
謂
い
て
曰
わ
く
︑

﹁
鈴
の
音
云
う
︑
﹁
国
に
大
喪
有
り
︒
今
年
を
出
で
ず
﹂
﹂
と
︒
是
の
歳
七
月
勒
死
す
︒

⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
嘗
て
昼
寝
す
︒
夢
に
群
羊
魚
を
負
い
︑
東
北
よ
り
来
た
る
を
見

る
︒
寤
め
以
て
澄
に
訪
う
︒
澄
曰
わ
く
︑
﹁
不
祥
な
り
︒
鮮
卑
其
れ
中
原
に
有
ら
ん
か
﹂

と
︒
慕
容
氏
後
に
果
た
し
て
之
れ
に
都
す
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
に
は
︑
﹁
虎
愴
然
曰
︑
不
聞
和
尚
有
疾
︒
迺
忽
爾
告
終
︒
即
自
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出
宮
詣
寺
而
慰
喩
焉
︒
澄
謂
虎
曰
︑
出
生
入
死
︑
道
之
常
也
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎

悲
慟
嗚
咽
︑
知
其
必
逝
︑
即
為
鑿
壙
営
墳
︒
至
十
二
月
八
日
︑
卒
於
鄴
宮
寺
︒
⁝
⁝

︵
中
略
︶
⁝
⁝
初
虎
殮
澄
以
生
時
錫
杖
及
鉢
内
棺
中
︒
後
冉
閔
篡

位
︑
開
棺
唯
得
鉢
杖
︒

不
復
見
屍
︒
或
言
︑
澄
死
之
月
︑
有
人
見
在
流
沙
︒
虎
疑
不
死
︑
発
棺
不
見
屍
︒
︵
虎
愴

然
と
し
て
曰
わ
く
︑
﹁
和
尚
の
疾
有
る
を
聞
か
ず
︒
迺
ち
忽
ち
爾
り
終
わ
り
を
告
ぐ
﹂

と
︒
即
ち
自
ら
宮
を
出
で
寺
を
詣
で
慰
喩
す
︒
澄
虎
に
謂
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
生
を
出
で
死

に
入
る
は
︑
道
の
常
な
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
虎
悲
慟
嗚
咽
し
︑
其
の
必
ず
逝

く
を
知
り
︑
即
ち
為
に
壙
を
鑿
ち
墳
を
営
む
︒
十
二
月
八
日
に
至
り
︑
鄴
の
宮
寺
に
卒

す
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
初
め
虎
澄
を
殮
め
生
く
る
時
の
錫
杖
及
び
鉢
を
以
て
棺
中
に

内
む
︒
後
に
冉
閔
位
を
篡

い
︑
棺
を
開
き
唯
だ
鉢
杖
を
得
︒
復
た
屍
を
見
ず
︒
或
は
言

一
六
四
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う
︑
澄
死
す
る
の
月
︑
人
の
流
沙
に
在
る
を
見
る
有
り
︒
虎
不
死
を
疑
い
︑
棺
を
発
き

屍
を
見
ず
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
拙
稿
﹁
﹃
神
仙
伝
﹄
と
六
朝
時
代
ま
で
の
神
仙
・
神
人
・
真
人
・
仙
人
像
の
対
比
︱
︱
超
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自
然
現
象
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
︵
﹃
学
林
﹄
七
五
号
︑
中
国
芸
文
研
究
会
︑
二
〇
二
二

年
一
二
月
︶
を
参
照
︒

(

)
『
漢
武
内
伝
﹄
に
は
︑
﹁
昔
上
皇
清
虚
元
年
︑
三
天
太
上
道
君
︑
下
観
六
合
︑
瞻
河
海
之
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短
長
︑
察
丘
岳
之
高
卑
︑
立
天
柱
而
安
於
地
理
︑
植
五
岳
而
擬
諸
鎮
輔
︑
貴
昆
陵
以
捨

霊
仙
︑
尊
蓬
丘
以
館
真
人
︑
安
水
神
乎
極
陰
之
源
︑
棲
太
帝
於
扶
桑
之
墟
︒
︵
昔
上
皇
の

清
虚
元
年
︑
三
天
太
上
道
君
︑
下
り
て
六
合
を
観
︑
河
海
の
短
長
を
瞻
︑
丘
岳
の
高
卑

を
察
︑
天
柱
を
立
て
て
地
理
を
安
ん
じ
︑
五
岳
を
植
て
て
諸
鎮
輔
を
擬
り
︑
昆
陵
を
貴

び
以
て
霊
仙
を
捨
き
︑
蓬
丘
を
尊
び
以
て
真
人
を
館
し
︑
水
神
を
極
陰
の
源
に
安
ん
じ
︑

太
帝
を
扶
桑
の
墟
に
棲
ま
し
む
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
『
漢
武
内
伝
﹄
に
は
︑
﹁
上
元
夫
人
曰
︑
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
此
是
太
虚
群
文
真
人
赤
童
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所
出
︒
伝
之
既
自
有
男
女
之
限
禁
︒
又
宜
授
得
道
者
︒
恐
徹
下
才
︑
未
応
用
此
耳
︒
王

母
色
不
平
︑
乃
曰
︑
若
天
禁
漏
泄
︑
犯
違
明
科
︑
伝
必
其
人
︑
授
必
知
真
者
︒
何
縁
夫

人
向
下
才
而
説
霊
飛
之
篇
目
乎
︵
上
元
夫
人
曰
わ
く
︑
﹁
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
此
れ
是
れ

太
虚
の
群
文
真
人
赤
童
の
出
だ
す
所
な
り
︒
之
れ
を
伝
う
に
既
に
自
ら
男
女
の
限
禁
有

り
︒
又
た
宜
し
く
道
を
得
る
者
に
授
く
べ
し
︒
恐
ら
く
徹
は
下
才
な
り
︑
未
だ
応
に
此

れ
を
用
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
﹂
と
︒
王
母
色
平
ら
か
な
ら
ず
︑
乃
ち
曰
わ
く
︑
﹁
若
し
天

禁
漏
泄
︑
明
科
を
犯
違
し
︑
伝
う
に
必
ず
其
の
人
︑
授
く
に
必
ず
真
を
知
る
者
な
り
︒

何
れ
に
縁
り
夫
人
下
才
に
向
か
い
て
霊
飛
の
篇
目
を
説
か
ん
や
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
富
世
平
校
点
﹃
高
僧
伝
﹄
十
巻
神
異
下
﹁
宋
京
師
杯
渡
﹂
に
は
︑
﹁
時
呉
郡
民
朱
霊
期
使
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高
驪
還
︒
値
風
︑
舶
飄
経
九
日
︑
至
一
洲
辺
︒
洲
上
有
山
︒
山
甚
高
大
︒
入
山
採
薪
︑

見
有
人
路
︒
霊
期
乃
将
数
人
随
路
告
乞
︒
行
十
余
里
︒
聞
磬
声
香
煙
︑
於
是
共
称
仏
礼

拝
︒
須
臾
見
一
寺
甚
光
麗
︑
多
是
七
宝
荘
厳
︒
見
有
十
余
僧
︒
皆
是
石
人
︑
不
動
不
揺
︒

乃
共
礼
拝
︒
還
反
行
歩
少
許
︑
聞
唱
導
声
︒
還
往
更
看
︑
猶
是
石
人
︒
霊
期
等
相
謂
︑

此
是
聖
僧
︒
吾
等
罪
人
︑
不
能
得
見
︒
因
共
竭
誠
懺
悔
︒
更
往
︑
乃
見
真
人
︒
為
期
等

設
食
︒
食
味
是
菜
︒
而
香
美
不
同
世
︒
期
等
食
竟
︑
共
叩
頭
礼
拝
︑
乞
速
還
至
郷
︒
有

一
僧
云
︑
此
間
去
都
乃
二
十
余
万
里
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
別
有
一
青
竹
杖
︒
語
言
︑

但
擲
此
杖
置
舫
前
水
中
︑
閉
船
静
坐
︑
不
仮
労
力
︑
必
令
速
至
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝

即
具
如
所
示
︑
唯
聞
舫
従
山
頂
樹
木
上
過
︒
都
不
見
水
︒
経
三
日
︑
至
石
頭
淮
而
住
︒

亦
不
復
見
竹
杖
所
在
︒
︵
時
に
呉
郡
の
民
の
朱
霊
期
高
驪
に
使
し
て
還
る
︒
風
に
値
い
︑

舶
飄
り
九
日
を
経
︑
一
洲
の
辺
に
至
る
︒
洲
上
に
山
有
り
︒
山
甚
だ
高
大
な
り
︒
山
に

入
り
薪
を
採
り
︑
人
路
有
る
を
見
る
︒
霊
期
乃
ち
数
人
を
将
い
て
路
に
随
い
告
げ
乞
う
︒

十
余
里
を
行
く
︒
磬
声
香
煙
を
聞
き
︑
是
に
お
い
て
共
に
仏
を
称
し
礼
拝
す
︒
須
臾
に

し
て
一
寺
の
甚
だ
光
麗
に
し
て
︑
多
く
是
れ
七
宝
荘
厳
な
る
を
見
る
︒
十
余
の
僧
有
る

を
見
る
︒
皆
な
是
れ
石
人
︑
不
動
不
揺
︒
乃
ち
共
に
礼
拝
す
︒
還
た
反
し
て
少
し
許
り

行
き
歩
き
︑
唱
導
の
声
を
聞
く
︒
還
た
往
き
更
に
看
る
に
︑
猶
お
是
れ
石
人
な
り
︒
霊

期
等
相
い
謂
い
て
曰
わ
く
︑
﹁
此
れ
聖
僧
な
り
︒
吾
等
は
罪
人
︑
見
る
を
得
る
能
わ
ず
﹂

と
︒
因
り
て
共
に
竭
誠
懺
悔
す
︒
更
に
往
き
︑
乃
ち
真
人
を
見
る
︒
期
等
の
為
に
食
を

設
く
︒
食
味
は
菜
な
り
︒
而
れ
ど
も
香
美
世
に
同
じ
か
ら
ず
︒
期
等
食
べ
竟
り
︑
共
に

叩
頭
礼
拝
し
︑
速
や
か
に
還
た
郷
に
至
る
を
乞
う
︒
一
僧
有
り
云
う
︑
﹁
此
の
間
都
を
去

る
こ
と
乃
ち
二
十
余
万
里
な
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
別
に
一
青
竹
杖
有
り
︒
語

り
て
言
う
︑
﹁
但
だ
此
の
杖
を
擲
ち
舫
前
の
水
中
に
置
き
︑
船
を
閉
じ
静
坐
す
れ
ば
︑
労

力
を
仮
ら
ず
︑
必
ず
速
や
か
に
至
ら
し
む
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
即
ち
具
に
示
す

所
の
如
く
す
れ
ば
︑
唯
だ
舫
山
頂
の
樹
木
の
上
よ
り
過
ぐ
を
聞
く
の
み
︒
都
て
水
を
見

ず
︒
三
日
を
経
て
︑
石
頭
淮
に
至
り
て
住
む
︒
亦
た
復
た
竹
杖
の
在
る
所
を
見
ず
︒
︶
﹂

と
あ
る
︒

(

)
守
山
閣
叢
書
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
漢
武
内
伝
﹄
に
同
文
が
あ
っ
た
︒

32
(

)
『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
巻
五
﹁
前
漢
上
﹂
に
は
︑
﹁
昔
始
皇
為
塚
︒
歛
天
下
瓌
異
︒
生
殉
工
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人
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
昔
生
埋
工
人
於
塚
内
︑
至
被
開
時
皆
不
死
︒
工
人
於
塚
内
︑

琢
石
為
竜
鳳
仙
人
之
像
︑
及
作
碑
辞
讚
︒
漢
初
発
此
塚
︒
︵
昔
始
皇
塚
を
為
る
︒
天
下
の

瓌
異
を
歛
む
︒
工
人
を
生
殉
す
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
昔
工
人
を
塚
内
に
生
埋
し
︑
開

か
る
時
に
至
り
皆
死
せ
ず
︒
工
人
塚
内
に
お
い
て
︑
石
を
琢
き
竜
鳳
仙
人
の
像
を
為
り
︑

及
び
碑
辞
讚
を
作
る
︒
漢
初
此
の
塚
を
発
く
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
『
漢
武
内
伝
﹄
に
は
︑
﹁
帝
夜
閑
居
承
華
殿
︑
東
方
朔
︑
董
仲
舒
侍
︒
忽
見
一
女
子
︑
著
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青
衣
︑
美
麗
非
常
︑
帝
愕
然
問
之
︑
女
対
曰
︑
我
墉
宮
玉
女
王
子
登
也
︒
向
為
王
母
所

使
︑
従
昆
山
来
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
言
訖
︑
玉
女
忽
然
不
知
所
在
︒
帝
問
東
方
朔
︑

此
何
人
︒
朔
曰
︑
是
西
王
母
紫
蘭
室
玉
女
︒
常
伝
使
命
︑
往
来
扶
桑
︑
出
入
霊
州
︑
交

関
常
陽
︑
伝
言
玄
都
︒
阿
母
昔
出
配
北
燭
仙
人
︑
近
又
召
還
︑
使
領
命
禄
︑
真
霊
官
也
︒

︵
帝
夜
承
華
殿
に
閑
居
し
︑
東
方
朔
︑
董
仲
舒
侍
る
︒
忽
ち
一
女
子
︑
青
衣
を
著
︑
美
麗

非
常
な
る
を
見
︑
帝
愕
然
と
し
て
之
れ
に
問
い
︑
女
対
え
て
曰
わ
く
︑
﹁
我
墉
宮
玉
女
王

子
登
な
り
︒
向
に
王
母
の
使
う
所
と
為
り
︑
昆
山
よ
り
来
た
り
﹂
と
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶

⁝
⁝
言
訖
り
︑
玉
女
忽
然
と
し
て
在
る
所
を
知
ら
ず
︒
帝
東
方
朔
に
問
う
︑
﹁
此
れ
何
人

ぞ
﹂
と
︒
朔
曰
わ
く
︑
﹁
是
れ
西
王
母
の
紫
蘭
室
の
玉
女
な
り
︒
常
に
使
命
を
伝
え
︑
扶

桑
を
往
来
し
︑
霊
州
を
出
入
し
︑
常
陽
を
交
関
し
︑
玄
都
に
伝
言
す
︒
阿
母
昔
出
し
て

北
燭
仙
人
に
配
せ
︑
近
く
又
た
召
還
し
︑
命
禄
を
領
せ
し
む
︑
真
に
霊
官
な
り
﹂
と
︒
︶
﹂

と
あ
る
︒

(

)
古
今
逸
史
本
を
底
本
と
し
て
い
る
﹃
新
編
漢
魏
叢
書

漢
武
洞
冥
記
﹄
第
六
冊
︵
鷺
江

35

出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
は
︑
﹁
有
明
茎
草
︒
夜
如
金
灯
︒
折
枝
為
炬
︑
照
見
鬼
物
之

『
太
平
広
記
﹄
の
中
の
﹁
神
仙
﹂
﹁
神
人
﹂
﹁
真
人
﹂
﹁
仙
人
﹂
像

一
六
五
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形
︒
仙
人
寗
封
常
服
此
草
於
夜
暝
時
︑
転
見
腹
光
通
外
︒
亦
名
洞
冥
草
︒
帝
令
剉
此
草

為
泥
︑
以
塗
雲
明
之
館
︒
夜
坐
此
館
︑
不
加
灯
燭
︒
亦
名
照
魅
草
︒
以
籍
足
履
水
不
沉
︒

︵
明
茎
草
有
り
︒
夜
金
灯
の
如
し
︒
枝
を
折
り
炬
と
為
し
︑
鬼
物
の
形
を
照
見
す
︒
仙
人

寗
封
此
の
草
を
夜
の
暝
き
時
に
常
服
し
︑
転
た
腹
の
光
外
に
通
る
を
見
る
︒
亦
た
洞
冥

草
と
名
づ
く
︒
帝
此
の
草
を
剉
り
て
泥
と
為
し
︑
以
て
雲
明
の
館
に
塗
ら
し
む
︒
夜
此

の
館
に
坐
せ
ば
︑
灯
燭
を
加
え
ず
︒
亦
た
照
魅
草
と
名
づ
く
︒
以
て
足
に
籍
き
履
け
ば

水
に
沉
ま
ず
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
明
代
の
津
逮
秘
書
本
を
底
本
と
し
て
い
る
範
寧
校
点
﹃
異
苑
・
談
薮
﹄
古
小
説
叢
刊

36

︵
中
華
書
局
︑
一
九
九
六
年
︶
を
用
い
た
︒

(

)
『
異
苑
﹄
巻
三
に
は
︑
﹁
唐
鼠
形
如
鼠
︑
稍
長
︑
青
黒
色
︒
腹
辺
有
余
物
如
腸
︒
時
亦
汚

37

落
︒
亦
名
易
腸
鼠
︒
昔
仙
人
唐
昉
抜
宅
升
天
︑
鶏
犬
皆
去
︑
唯
鼠
墜
下
︑
不
死
而
腸
出

数
寸
︒
三
年
易
之
︑
俗
呼
為
唐
鼠
︒
城
固
川
中
有
之
︒
︵
唐
鼠
は
形
鼠
の
如
く
︑
稍
長

く
︑
青
黒
色
な
り
︒
腹
辺
余
物
腸
の
如
き
有
り
︒
時
に
亦
た
汚
れ
落
つ
︒
亦
た
易
腸
鼠

と
名
づ
く
︒
昔
仙
人
唐
昉
宅
を
抜
き
升
天
し
︑
鶏
犬
皆
去
り
︑
唯
だ
鼠
墜
下
し
︑
死
せ

ず
し
て
腸
数
寸
出
づ
︒
三
年
に
し
て
之
れ
易
う
︒
俗
に
呼
び
て
唐
鼠
と
為
す
︒
城
固
の

川
中
之
れ
有
り
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

(

)
『
王
子
年
拾
遺
記
﹄
巻
七
﹁
魏
﹂
に
は
︑
﹁
建
安
三
年
︑
胥
図
国
献
沉
鳴
石
鶏
︒
色
如
丹
︑

38

大
如
燕
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
道
師
云
︑
昔
仙
人
桐
君
採
石
︑
入
穴
数
里
︑
得
丹
石
鶏
︑

舂
砕
為
薬
︒
服
之
者
令
人
有
声
気
︑
後
天
而
死
︒
︵
建
安
三
年
︑
胥
図
国
沉
鳴
石
鶏
を
献

ず
︒
色
丹
の
如
く
︑
大
き
さ
燕
の
如
し
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
道
師
云
う
︑
﹁
昔
仙
人
桐

君
石
を
採
り
︑
穴
に
入
る
こ
と
数
里
︑
丹
石
鶏
を
得
︑
舂
砕
し
薬
を
為
る
︒
之
れ
を
服

す
る
者
人
を
し
て
声
気
有
た
し
め
︑
後
天
に
し
て
死
す
﹂
と
︒
︶
﹂
と
あ
る
︒

︵
本
学
授
業
担
当
講
師
)
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柳
永
《
樂
章
集
》
分
片
問
題
校
議

　
　

昝

聖

騫

　
　

　
　
前
賢
有
云
：
“
宋
人
詞
集
，
校
訂
至
難
，
而
柳
詞
為
最
。
”
︵
繆
荃
孫
︽
柳

公
樂
章
校
勘
記
跋
︾
︶
。
和
其
他
絕
大
部
分
宋
詞
別
集
相
比
，
︽
樂
章
集
︾
“
曲

錄
”
屬
性
突
出
，
流
傳
既
早
且
廣
，
既
無
權
威
定
本
，
又
無
統
一
來
源
，
各
種
版

本
和
校
記
共
同
組
成
了
一
條
翻
滾
向
前
的
文
本
之
河
。
這
種
“
不
穩
定
”
的
狀
態

最
突
出
的
表
現
莫
過
於
各
本
在
詞
作
分
片
上
的
分
歧
，
不
僅
分
片
位
置
不
同
，
還

出
現
了
十
餘
首
分
片
與
否
不
能
確
定
的
作
品
。
學
界
共
識
，
“
詞
調
分
片
，
全
系

於
樂
曲
分
段
，
決
不
可
根
據
詞
意
文
義
隨
意
變
動
（
（
（

。
”
那
麼
︽
樂
章
集
︾
的
分
片

歧
異
何
以
存
在
，
不
同
意
見
的
合
理
性
如
何
判
斷
，
能
否
通
過
校
勘
加
以
解
決
，

分
片
問
題
在
詞
學
演
進
中
又
何
以
被
遮
蔽
，
本
文
試
做
一
初
步
探
索
。

　
　一 

問
題
的
提
出
：
柳
永
詞
諸
版
本
分
片
歧
異
統
計
與
討
論

　
　
柳
永
詞
集
在
北
宋
即
以
︽
樂
章
︾
之
名
流
行
於
世
，
不
過
見
諸
書
目
文
獻
記

載
的
只
有
南
宋
長
沙
書
坊
百
家
詞
本
九
卷
本
︽
樂
章
集
︾
，
今
已
散
佚
。
明
清
以

來
流
傳
的
︽
樂
章
集
︾
主
要
包
括
九
卷
本
、
三
卷
本
和
宋
本
三
個
分
支
，
譜
系
並

不
複
雜
，
但
其
中
抄
本
、
校
本
甚
多
，
相
互
依
存
，
交
叉
重
疊
。
九
卷
本
以
明
毛

晉
汲
古
閣
︽
宋
名
家
詞
︾
本
為
宗
，
汲
古
本
合
九
卷
為
一
卷
，
後
毛
扆
校
汲
古
閣

家
塾
刊
本
、
吳
重
熹
石
蓮
庵
刻
山
左
人
詞
本
、
四
庫
全
書
本
、
勞
權
校
本
、
張
文

虎
校
本
皆
從
此
出
，
而
各
以
別
本
參
校
。
三
卷
本
以
明
吳
訥
輯
︽
唐
宋
名
賢
百
家

詞
︾
本
為
代
表
，
然
此
本
流
傳
不
廣
；
明
梅
鼎
祚
東
壁
樓
抄
本
、
明
紫
芝
漫
抄

︽
宋
元
詞
抄
︾
本
、
明
抄
︽
宋
十
六
家
詞
︾
本
、
明
趙
琦
美
抄
校
本
亦
為
三
卷
，

諸
本
連
同
百
家
詞
本
在
文
本
上
有
很
高
的
一
致
性
，
當
處
在
同
一
版
本
支
脈
中
，

甚
或
存
在
承
繼
關
係
。
宋
本
︽
樂
章
集
︾
的
身
影
在
明
代
以
降
的
柳
詞
校
勘
中
無

處
不
在
卻
難
覓
真
跡
。
見
諸
稱
引
者
主
要
是
徐
元
文
含
經
堂
藏
本
、
陸
氏
皕
宋
樓

藏
本
和
戈
載
家
藏
本
三
種
，
但
諸
家
往
往
僅
談
來
源
和
文
本
，
不
言
形
制
與
存

佚
，
原
本
若
存
若
亡
，
難
以
盡
信
。
不
過
，
據
諸
家
校
記
透
露
的
宋
本
目
次
及
異

文
，
可
知
其
雖
未
必
真
是
宋
槧
，
仍
是
︽
樂
章
集
︾
版
本
系
統
之
重
要
分
支
。
如

繆
荃
孫
︽
樂
章
集
校
勘
記
︾
前
載
皕
宋
樓
藏
三
卷
本
宋
本
完
整
目
次
，
與
汲
古
本

和
各
種
明
抄
三
卷
本
都
有
很
大
差
別
。
後
毛
扆
據
含
經
堂
本
及
其
他
抄
本
校
成

︽
樂
章
集
︾
三
卷
，
勞
權
精
鈔
，
吳
昌
綬
藏
，
成
為
朱
祖
謀
校
本
之
底
本
。
朱
校

本
收
入
︽
彊
村
叢
書
︾
，
即
今
通
行
之
本
（
（
（

，
︽
全
宋
詞
︾
︽
樂
章
集
校
箋
︾
等
皆

從
此
出
。
︽
樂
章
集
︾
的
版
本
譜
系
既
已
大
致
瞭
解
，
試
將
存
在
不
同
分
片
方
式

的
詞
作
在
諸
版
本
和
重
要
詞
譜
中
的
呈
現
情
況
匯
入
表
格
：

　
　
據
︽
樂
章
集
校
箋
︾
︽
北
宋
詞
譜
︾
及
上
表
統
計
，
柳
詞
合
計
二
一
二
首
，

用
調
一
四
二
個
，
存
在
不
同
分
片
方
式
的
詞
作
達
到
四
四
調
五
五
首
，
大
部
分
為

柳
永
所
創
詞
調
，
僻
調
居
多
（
（
（

。
如
表
格
所
示
，
柳
詞
的
分
片
歧
異
雖
然
總
的
來
說

都
是
分
片
位
置
的
不
同
，
但
又
可
以
劃
分
為
四
種
類
型
：
一
分
片
與
否
，
二
雙
片

與
三
疊
之
別
，
三
句
短
韻
促
、
分
片
移
位
，
四
過
片
短
韻
句
歸
屬
。
試
補
充
討
論

如
下
：

柳
永
︽
樂
章
集
︾
分
片
問
題
校
議

一
六
七

870


